
（平成２２年９月１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 29 件

国民年金関係 13 件

厚生年金関係 16 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 54 件

国民年金関係 25 件

厚生年金関係 29 件

年金記録確認埼玉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

埼玉国民年金 事案 3571 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和41年７月から43年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和９年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 38 年 10 月から 43 年３月まで 

私がＡ市役所で国民年金の加入手続をした際、窓口の担当者から「保

険料の未納分を納付しておくと、あとで良いですよ」と勧められ、その

加入時点からさかのぼって数年分の国民年金保険料の納付書を発行して

もらい、妻から現金を受け取って保険料を納付した。申立期間の保険料

が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ市役所で国民年金の加入手続をした際、その窓口の担当者

から国民年金保険料の未納分を納付するよう勧められ、国民年金加入時点

からさかのぼって数年分の納付書を発行してもらい、申立人の妻から現金

を受け取って保険料を納付したとしているところ、申立人の国民年金手帳

記号番号は昭和 43 年 10 月ころに払い出されており、その時点では、申立

期間のうち 41 年７月から 43 年３月までの期間の保険料はさかのぼって納

付することができる期間であり、申立人が 21 か月と比較的短期間である

当該期間の保険料を納付できなかった特段の事情も見当たらない。 

一方、申立期間のうち昭和 38 年 10 月から 41 年６月までの期間の国民

年金保険料については、申立人の国民年金手帳記号番号は 43 年 10 月ころ

に払い出されており、その時点では、時効によりさかのぼって納付するこ

とはできない上、当該期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付した

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 41 年７月から 43 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 3574 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年 10 月から 50 年３月までの国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47 年４月から 50 年３月まで 

申立期間の国民年金保険料は、Ａ市役所の移動市役所の職員から一括

納付することができると教えられたので、Ｂ銀行Ｃ支店（当時）の夫名

義の口座から預金を引き出して３年分をまとめて市役所の窓口か金融機

関で納付した。申立期間の保険料が未納となっていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、Ａ市の移動市役所の職

員から一括納付することができると教えられたので、Ｂ銀行Ｃ支店の申立

人の夫名義の口座から預金を引き出して、市役所の窓口か金融機関で納付

したと主張しているところ、申立期間当時、Ａ市では移動市役所を配置し

て窓口業務を行っていたことが確認できることから、申立人の主張に不自

然さは見当たらない。 

   また、Ａ市の国民年金被保険者名簿によれば、申立期間に引き続く昭和

50 年４月から 51 年３月までの国民年金保険料を 50 年 12 月 26 日に一括

納付していることが確認でき、その時点では、申立期間のうち 48 年 10 月

から 50 年３月までの期間を過年度納付することは可能であり、18 か月と

比較的短期間である当該期間の保険料を納付できなかった特段の事情は見

当たらない。 

   さらに、申立人は、申立期間以降に未納期間は無く、申立期間前後の昭

和 47 年２月から同年３月までの期間及び 50 年４月から 61 年３月までの

期間を国民年金に任意加入して保険料を納付しており、納付意識が高かっ



                      

  

たと認められる。 

   一方、申立期間のうち昭和 47 年４月から 48 年９月までの期間について

は、申立期間に引き続く 50 年４月から 51 年３月までの国民年金保険料を

一括納付した 50 年 12 月 26 日の時点では、時効により納付することがで

きない期間である。 

   また、申立期間のうち昭和 47 年４月から 48 年９月までの国民年金保険

料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほか

に保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 48 年 10 月から 50 年３月までの国民年金保険料を納付していたもの

と認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 3576 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 37 年３月まで 

    私は、国民年金加入手続についていつどのように行ったか覚えていな

いが、昭和 36 年４月か同年５月ごろ、自宅に集金人が来て、集金カー

ドをもらい、初めて国民年金に加入したことを知り「将来自分も年金

がもらえる」と嬉しく思い、集金人から言われた１か月 100 円の国民

年金保険料を加入当初の 36 年４月から納付したはずである。 

申立期間については集金人へ納付した覚えがあるので、保険料が未納

となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、自宅に集金人が来て、集金カードをもらい、集金人から言わ

れた１か月 100 円の国民年金保険料を加入当初の昭和 36 年４月から納付

したはずであると主張しているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は

その前後の被保険者の資格取得時期から、37 年１月ころに払い出された

と推認され、その時点からすると、申立期間の保険料は納付することが可

能である。 

また、申立人は、申立期間以降、１か月間の保険料未納があるのみで、

残りは納付されており、納付意欲は高いと認められる上、申立人が12か月

と短期間である申立期間の保険料を納められなかった特段の事情は見当た

らない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 3582 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 大正 10 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 37 年３月まで 

国民年金に加入して以来、国民年金の集金人に夫婦二人分の国民年金

保険料を妻が納付してきた。妻も申立期間の保険料が未納となっていた

が、第三者委員会に申立てをし、納付したものと認めてもらった。一緒

に納付してきた私の申立期間の保険料が未納となっていることに納得で

きない。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正

を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の集金人に夫婦二人分の保険料をその妻が納付した

としているところ、Ａ市によると、申立期間当時の国民年金保険料は民間

地区組織の担当者に保険料の集金や取りまとめに協力してもらっていたと

しており、Ａ市の国民年金被保険者名簿にも納付組織欄に「Ｂ」の記載が

あることから、申立人の申述に不自然さは見られない。 

また、申立人の妻の申立期間における国民年金の納付記録については、

埼玉地方第三者委員会において、平成 21 年７月 27 日付けであっせんの通

知が出されており、納付済みに訂正されている。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 36 年３月に夫婦連番

で払い出されていることから、申立期間の保険料の納付が可能となる上、

申立人が、12 か月と短期間である申立期間の国民年金保険料を納付でき

なかった特段の事情は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 3583 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58 年３月から 62 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 58 年３月から 62 年６月まで 

昭和 58 年３月ころ、Ａ市役所で厚生年金保険から国民年金への切替

手続をして、その後は夫と二人分の国民年金保険料を納付しているはず

であり、申立期間について夫は納付済みとなっている。申立期間が未加

入期間となっていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 58 年３月ころ、厚生年金保険から国民年金への切替手

続をＡ市役所で行い、その後はその夫と二人分の国民年金保険料を納付し

ているはずであり、申立期間について夫は納付済みとなっているとしてい

るところ、申立人から提出された国民年金手帳の住所欄には、オンライン

記録上未加入期間となっている申立期間内の 59 年 11 月 30 日及び同年 12

月４日にＡ市内において住所を変更した旨の記載があり、その上にＡ市の

公印が押してあることが確認され、同市役所では申立人が国民年金の強制

被保険者であることを把握し、国民年金保険料の納付書も発行されていた

と推認できる。 

また、同居していた申立人の夫の申立期間の国民年金保険料は納付済み

となっている上、申立人及びその夫の国民年金への加入日は、申立人は、

昭和 50 年 11 月ころ、夫が同年 10 月ころと１か月の相違はあるものの、

Ａ市役所保管の国民年金被保険者名簿において申立人及びその夫の納付日

の記録がある 53 年 10 月から 55 年３月までは夫婦同一日に納付している

ことから、申立人の主張に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 3584 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成２年 12 月及び３年７月の国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 62 年１月から 63 年３月まで 

             ② 平成２年 12 月 

             ③ 平成３年７月 

申立期間①について、20 歳（昭和 62 年＊月）になったとき、母が、

私の国民年金の加入手続をしてくれて、国民年金保険料を納付してくれ

たはずである。申立期間②の当時は私が月々国民年金保険料を納付して

おり、申立期間③は、転職の度に国民年金への切替手続を自分で行って

いた。申立期間以外の未納期間は無いはずである。 

申立期間①が未加入期間に、申立期間②及び③の国民年金保険料が未

納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１  申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資

格取得時期から、平成元年５月ころに払い出されたものと推認され、申

立人の年金手帳及びオンライン記録によると資格取得日は同年４月１日

である。 

 申立期間②について、申立人は、当時国民年金保険料を月々納付して

いたとしているところ、申立期間直前の平成元年４月から２年 11 月ま

では納付済期間となっており、申立人が１か月と短期間である申立期間

②の国民年金保険料を納付できなかった特段の事情は見当たらない。 

 

２ 申立期間③について、申立人は、転職の度に国民年金への切替手続を

自分で行っていたとしているところ、申立人から提出された年金手帳の



                      

  

資格取得日欄には平成３年７月 25 日に国民年金の強制被保険者の資格

を取得して同年８月 12 日に同資格を喪失した記載があることが確認で

きることから、申立期間直前の厚生年金保険被保険者資格喪失後の切替

手続は適切に行われており、申立人が１か月と短期間である申立期間③

の国民年金保険料を納付できなかった特段の事情は見当たらない。 

 

３  一方、申立期間①について、申立人は、20 歳になったときその母が

申立人の国民年金の加入手続をしてくれて、その母が国民年金保険料を

納付してくれたはずであるとしているが、その母は申立人の国民年金へ

の加入手続時期や申立期間①に係る保険料の納付方法などの記憶が曖昧
あ い ま い

であるため保険料の納付状況は不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険

者の資格取得時期から、平成元年５月ころに払い出されたものと推認さ

れ、申立人の年金手帳及びオンライン記録によると資格取得日は同年４

月１日であることから、申立期間①は国民年金の未加入期間であり、制

度上保険料をさかのぼって納付できない期間である上、申立人に別の国

民年金手帳記号番号が払い出された形跡はみられない。 

さらに、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付したことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、平成２年 12 月及び３年７月の国民年金保険料を納付していたもの

と認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 3585 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 60 年７月から 62 年３月までの期間、

平成元年 10 月から２年６月までの期間、同年 10 月から３年３月までの期

間及び同年６月から４年３月までの期間の国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 60 年７月から平成元年７月まで 

             ② 平成元年 10 月から２年６月まで 

             ③ 平成２年 10 月から３年３月まで 

             ④ 平成３年６月から４年３月まで 

自宅が火災に遭った昭和 57 年３月前後の期間は、国民年金保険料を

納付していなかったが、その火災に遭った２、３年後にＡ市役所から連

絡があり、今から納めても受給資格期間が 25 年になり年金は受給でき

るからと言われ保険料を納付し始めた。保険料は、集金人が自宅に来て

くれたので、毎月、夫婦の分を一緒に納めていた。夫が納付済みとなっ

ている期間が、妻の私は未納となっているなど不自然な点もある。 

 申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①のうち昭和 60 年７月から 62 年３月までの期間について、

申立人は、57 年３月に自宅が火災に遭った２、３年後にＡ市役所から

年金の受給資格期間に十分間に合うので、国民年金保険料を納付するよ

うに勧められ、集金人に夫婦の分の保険料を毎月納付していたと申し立

てているところ、一緒に保険料を納付していたとする申立人の夫は 60

年７月から 62 年３月までの期間は、保険料を納付していることから、

申立人の 60 年７月から 62 年３月までの保険料が未納となっているのは

不自然である。 



                      

  

  また、21 か月と比較的短期間である昭和 60 年７月から 62 年３月ま

での期間の国民年金保険料を納付できなかった特段の事情は見当たらな

い。 

   

２ 申立期間②、③及び④について、申立人は、集金人に夫婦の分の国民

年金保険料を納付していたとしているところ、当該期間前後の期間は保

険料を納付しており、申立人の生活状況に変化は無く、それぞれ、９か

月、６か月及び 10 か月と短期間である当該期間の保険料を納付できな

かった特段の事情は見当たらない。 

 

３ 一方、申立人は、申立期間①のうち、昭和 62 年４月から平成元年７

月までの期間は、集金人に夫婦の分の保険料を納付していたと申し立て

ているが、申立人の夫も未納となっている。 

  また、申立人が昭和 62 年４月から平成元年７月までの期間の国民年

金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無

く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

     

４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 60 年７月から 62 年３月までの期間、平成元年 10 月から２年

６月までの期間、同年 10 月から３年３月までの期間及び同年６月から

４年３月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 3586 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成元年 10 月から２年６月までの期間、

同年 10 月から３年３月までの期間及び同年６月から４年３月までの期間

の国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、

納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 62 年４月から平成元年７月まで 

             ② 平成元年 10 月から２年６月まで 

             ③ 平成２年 10 月から３年３月まで 

             ④ 平成３年６月から４年３月まで 

自宅が火災に遭った昭和 57 年３月前後の期間は、国民年金保険料を

納付していなかったが、その２、３年後にＡ市役所から連絡があり、今

から納めても受給資格期間が 25 年になり年金は受給できるからと言わ

れ保険料を納付し始めた。保険料は集金人が自宅に来てくれたので、毎

月、夫婦の分を一緒に納めていた。私が納付済みとなっている期間が、

妻が未納となっている等不自然な点もある。 

申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②、③及び④について、申立人は、集金人に夫婦の分の国民

年金保険料を納付していたとしているところ、当該期間前後の期間は保

険料を納付しており、それぞれ、９か月、６か月及び 10 か月と短期間

である当該期間の保険料を納付できなかった特段の事情は見当たらない。 

 

２ 一方、申立期間①について、申立人は、集金人に夫婦の分の国民年金

保険料を納付していたと申し立てているが、申立人の妻も未納となって

いる。 

また、申立人が申立期間①の保険料を納付したことを示す関連資料



                      

  

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

     

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、平成元年 10 月から２年６月までの期間、同年 10 月から３年３月ま

での期間及び同年６月から４年３月までの期間の国民年金保険料を納付

していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 3587 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 61 年４月の付加保険料を含む国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 49 年５月から 57 年３月まで 

             ② 昭和 61 年４月 

    申立期間①について、私は、昭和 55 年 10 月に結婚するまで国民年金

に加入していなかったが、結婚を契機に、56 年３月ころＡ市役所で国

民年金の加入手続を行った。その時に、未納分をさかのぼって納付でき

ることを知り、36 万円から 38 万円くらいをまとめて市役所窓口で納付

した。 

    申立期間②について、国民年金保険料は昭和 61 年３月までは、集金

人に納付していたが、61 年４月からは、口座振替で付加保険料を含む

国民年金保険料を納付していた 

    申立期間①は国民年金保険料が、申立期間②は付加保険料を含む国民

年金保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②について、申立人は、昭和 61 年４月から口座引き落とし

により付加保険料を含む国民年金の保険料を納付していたと申し立てて

いるところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、その記号番号前後の被

保険者の資格取得時期から、57 年５月ころに払い出されたと推認され

る上、申立期間②前後の期間は付加保険料を含め保険料を納付しており、

１か月と短期間である申立期間②の付加保険料を含む保険料を納付でき

ない特段の事情も見当たらない。 

         



                      

  

  ２ 一方、申立期間①について、申立人は、昭和 56 年３月ころ、Ａ市役

所で、結婚を契機に国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を資格

取得時までさかのぼって納付できることを知っていたので、市役所窓口

で 36 万円から 38 万円の金額の保険料を納付したと主張しているが、申

立人の国民年金手帳記号番号は、前述のように 57 年５月に払い出され

たと推認でき、その時点では、申立期間①の大部分は時効により保険料

を納付できない期間である上、別の国民年金手帳記号番号が払い出され

た形跡も見当たらない。 

    また、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 61 年４月の付加保険料を含む国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 3593 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、45 年１月から同年 11 月までの期間及び 46

年９月の国民年金保険料については、納付していたものと認められること

から、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44 年３月から 46 年９月まで 

    申立期間は母が私の国民年金保険料を納付していた時期であり、母が

私の保険料を納付しなかったとは思えない。申立期間の保険料が未納に

なっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

１ 申立人は、その母が家族の国民年金保険料と一緒に申立人の保険料を

納付したとしているところ、申立人の国民年金手帳記号番号の払い出し

時期はその前後の被保険者の資格取得時期から、昭和 47 年１月ころと

推認され、その時点からすると申立期間のうち 44 年 10 月から 46 年９

月までの期間は保険料をさかのぼって納付することが可能な期間であり、

24 か月間と比較的短期間である当該期間の保険料を納付できなかった

とする特別な事情も認められない。 

また、申立人の国民年金保険料を納付していたとするその母は、自ら

の保険料はすべて納付しており、国民年金制度に対する理解と保険料の

納付意識は高かったと考えられる。 

 

２ 一方、申立期間のうち昭和 44 年３月から同年９月までの期間は申立

人の国民年金手帳記号番号の払出時期からすると時効により保険料は納

付することができない期間である上、別の国民年金手帳記号番号が払い

出された形跡も見当たらない。 

また、申立人が当該期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに納付したことをうかがわせる周辺



                      

  

事情も見当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち昭和 44 年 10 月から 46 年９月までの国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。 

しかしながら、申立人は、昭和 44 年 10 月から同年 12 月までの期間

及び 45 年 12 月から 46 年８月までの期間については、厚生年金保険被

保険者であり、国民年金被保険者となり得る期間ではないことが明らか

であることから、年金記録の訂正を行うことはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 3599 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 41 年１月から 43 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 43 年３月まで 

    昭和 43 年４月ころ、夫と相談して国民年金に加入した。Ａ地に住ん

でいたときにＢ区役所か社会保険事務所（当時）の職員が国民年金保

険料の集金に来て、さかのぼって保険料を納めることを勧められたの

で、申立期間の保険料をまとめて納めた。集金の人が保険料額を計算

し、手元にあったお金から請求額を手渡した。保険料額は定かではな

いが、何万円かだったと思う。申立期間について、未納となっている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料を集金によりさかのぼって納付し

たとしているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 43 年４月こ

ろに払い出されており、払出時点では申立期間のうち 41 年１月から 43 年

３月までの保険料を過年度納付することができた上、申立期間当時、Ｃ自

治体Ｄ部職員による過年度保険料の集金が行われており、申立内容は当時

の状況と符合する。 

   しかしながら、申立期間のうち昭和 36 年４月から 40 年 12 月までにつ

いて、さかのぼって国民年金保険料を納付するには特例納付によるほかな

いが、申立人は、45 年３月まで在住していたＢ区で申立期間の保険料を

納付したと主張しており、その時点では特例納付は実施されておらず、さ

かのぼって保険料を納付することができない上、国民年金手帳記号番号が

払い出された時点では、申立期間のうち 36 年４月から 40 年 12 月までの

保険料は時効により納付することができない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和41年１月から43年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 3600 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53 年８月から 55 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 53 年８月から 55 年３月まで 

 申立期間当時は専門学校の学生だったため、母が国民年金の加入手続

をし、国民年金保険料を納付してくれたと聞いている。申立期間が未納

となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 55 年９月ころに払い出されてお

り、払出時点では申立期間の国民年金保険料を過年度納付することができ

たところ、Ａ市では、過年度保険料の取扱いについて、加入手続時に未納

期間が確認できればさかのぼって納付できることを案内し、市役所窓口で

過年度納付書も交付していたとしている。 

   また、申立期間に係る国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付を

したとする申立人の母は、申立期間を含む国民年金加入期間についてすべ

て納付済みであり、納付意識は高かったと考えられる。 

   さらに、申立期間直後の昭和 55 年４月から同年９月までについて、特

殊台帳により同期間の国民年金保険料が還付されていることが確認でき、

昭和 55 年度の納付記録欄の納付月数が訂正されていないことから還付の

時期は同年度中であると推認されるところ、還付の時点では申立期間に充

当することができたにもかかわらず充当の記録が確認できないことから、

申立期間の保険料は納付済みとして記録管理されていた可能性も否定でき

ない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 3604 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年９月から 55 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

    

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54 年９月から 55 年１月まで 

       私は、国民年金保険料の納付記録を照会したところ、Ａ社会保険事

務所（当時）から平成 21 年５月 29 日に回答があり、５か月間の未納期

間があることが分かった。妻が二人分の保険料を納付してきた。私の妻

の保険料が納付済みとなっているのに、私の保険料が未納となっている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付したと主張し、

その妻は、Ｂ市役所の国民年金の窓口にいたＣ職の方に国民年金保険料の

納付手続等を行い、夫婦二人分の保険料を納付したと主張しているところ、

Ｂ市では、当時Ｃ職が国民年金の担当窓口に在籍したとする上、その妻の

保険料は納付済みであることから、申立人の主張に信 憑
ぴょう

性が認められる。 

   また、申立人の特殊台帳では、昭和 53 年 10 月から同年 12 月までは申

請免除期間となっているが、Ｂ市の国民年金被保険者名簿では、免除の記

録が記載されておらず、行政機関側の記録管理に不手際がみられる。 

   さらに、申立人の国民年金保険料について、申立期間以外に未納は無く、

申立期間も５か月間と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4098 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た申立人の申立期間①に係る

標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められるこ

とから、申立期間①の標準報酬月額に係る記録を 26 万円に訂正すること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 46 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成５年 10 月から６年６月まで 

             ② 平成６年 10 月 

    年金事務所から、株式会社Ａにおける平成５年 10 月から６年６月ま

での標準報酬月額が資格喪失後の同年 12 月 28 日に遡及
そきゅう

して 20 万円に

下げられていることを知らされた。 

その後、株式会社Ｂに平成６年７月１日から勤務して同年 11 月 25 日

に退職したが、同年 10 月分の保険料がそれまでより増額になった金額

で控除されている。 

給与明細書を保管しており、厚生年金保険料の控除額を証明できるこ

とから納得できないので、調査して被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、給与支給明細書から 26 万円の標準

報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

一方、オンライン記録によると、当初、申立人の申立期間①の標準報

酬月額を申立人が主張する 26 万円と記録していたところ、株式会社Ａ

が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日（平成６年７月 16

日）より後の同年 12 月 28 日付けで、５年 10 月１日に遡及
そきゅう

して標準報

酬月額を 20 万円に引き下げている。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、かかる処理



                      

  

を行う合理的な理由は無く、申立期間①において標準報酬月額に係る有

効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間①に係る標準

報酬月額は事業主が社会保険事務所に当初届け出た 26 万円と訂正する

ことが必要と認められる。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、給与支給明細書において控除保険料

額がそれまでの保険料額より高額になっていることから、当該期間の標

準報酬月額を控除保険料に相当する同月額に訂正してほしいと申し立て

ている。 

しかし、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律（以下「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改訂又は決

定し記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準

報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低

い方の額を認定することとなっている。 

したがって、申立人提出の給与明細書における申立期間の保険料控除

額は２万 4,750 円であり、標準報酬月額 30 万円に基づく保険料額２万

1,750 円より高額となっているものの、給与支給額（30 万 3,718 円）に

見合う標準報酬月額は 30 万円であり、当該期間におけるオンライン記

録の標準報酬月額 30 万円と合致していることから、特例法による保険

給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

なお、申立期間②の控除保険料額が当該期間の標準報酬月額に相当す

る保険料額より高額となっていることについては、申立期間②内の平成

６年 11 月１日に厚生年金保険料の料率改訂があり、保険料率はそれま

での 1,000 分の 145(標準報酬月額 30 万円に対する保険料額は、２万

1,750 円)から 1,000 分の 165(同２万 4,750 円)に改訂されているところ、

当該料率改訂後の保険料額と一致することから、事業主に照会するも具

体的な供述を得られず確認することはできなかったものの、事業主は誤

って控除したことが推認される。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4100 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、Ｂ

株式会社）における資格取得日に係る記録を昭和 45 年 10 月 26 日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額に係る記録を３万 6,000 円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年 10 月 26 日から同年 11 月４日まで 

      Ｂ株式会社関連の会社に昭和 43 年４月から継続勤務していたが、申

立期間の厚生年金保険の記録が無い。申立期間を被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   事業主提出の申立人の個人台帳の記録及び事業主の供述から判断すると、

申立人がＣ株式会社及び同社の関連会社に昭和 43 年４月 16 日から継続し

て勤務し（45 年 10 月 26 日に、Ｃ株式会社からＡ株式会社に異動）、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社に係る

被保険者原票における昭和 45 年 11 月の記録から３万 6,000 円とすること

が妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は不明としているが、事業主が申立てに係るＡ株式会社の資格取得

日を昭和 45 年 10 月 26 日に届け出たにもかかわらず、社会保険事務所

（当時）及びＤ基金が共にこれを同年 11 月４日と誤って記録するとは考

え難いことから、事業主が同日を資格取得日として届け、その結果、社会



                      

  

保険事務所は、申立人に係る同年 10 月の保険料について納入の告知を行

っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4102 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが推認できることから、申立人のＡ株式会社における

資格喪失日に係る記録を昭和 49 年３月１日に訂正し、当該期間の標準報

酬月額に係る記録を８万円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る昭和 48 年 12 月及び 49 年１月の厚生年金

保険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認め

られ、同年２月の保険料は納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 昭和 48 年 12 月 31 日から 49 年３月１日まで 

  私は、Ａ株式会社には倒産するまで在籍していた。ほかのＡ株式会社

社員は辞めていった人が多かったが、私は最後まで残って残務整理をし、

その後、Ｂ株式会社に入社したため、Ａ株式会社時代の同僚より再就職

が遅くなったことを覚えている。Ａ株式会社が倒産したのは昭和 49 年

２月＊日であるのに、厚生年金保険の記録は前年の 12 月 31 日で終わっ

ている。なぜ、そうなっているのか非常に疑問であり、正しい記録に１

日も早く訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人の雇用保険の離職日は昭和 49 年２月 28 日と記録されている上、

同僚の一人は、「申立人は、自分と同様、Ａ株式会社が倒産した日である

49 年２月＊日まで勤務していた。」と供述している。 

  また、申立人と同様にＡ株式会社の本社に勤務し、同一職種（Ｃ職）で

あった同僚が所持する源泉徴収票によれば、申立期間に係る厚生年金保険

料が控除されていることが認められる。 

  これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、



                      

  

申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額は、申立人のＡ株式会社に係る昭和 48

年 11 月の被保険者記録照会回答票から８万円とすることが妥当である。 

なお、申立期間のうち、昭和 48 年 12 月及び 49 年１月の申立人に係る

厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主照会で

の回答も無く、日本年金機構にも資料等が無いため不明であり、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと

判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間のうち、昭和 49 年２月の申立人に係る保険料の事業主

による納付義務の履行については、事業所照会での回答も無く、日本年金

機構にも資料等が無いが、事業所の事業所別被保険者名簿によれば、Ａ株

式会社は 49 年２月 28 日に適用事業所ではなくなっており、その後は申立期

間を含めて適用事業所としての記録が無いところ、申立人及び同僚の供述か

ら、同社において、同日まで少なくとも５人の従業員が勤務していたことが

認められることから、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満

たしていたものと判断される。したがって、事業主は、当該期間において

適用事業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなかっ

たと認められることから、申立人の申立期間のうち、当該期間に係る保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4106（事案 2349 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、36 万円に訂

正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年３月１日から同年 12 月１日まで 

有限会社Ａに勤めていた時の、平成７年４月から同年 12 月までの給

与支払明細書が見付かった。この給与支払明細書の厚生年金保険の控除

額から算定される標準報酬月額と、国（厚生労働省）の記録が違ってい

る。標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

前回の申立期間に係る申立てについては、申立人及び同僚の給与明細書

並びに申立人の源泉徴収票において確認又は推認できる保険料控除額から、

申立期間のうち、昭和 50 年４月から同年９月までの期間は 15 万円、51

年 10 月から 52 年９月までの期間は 20 万円、同年 10 月から 54 年３月ま

での期間は 22 万円、同年４月から 55 年３月までの期間は 24 万円、同年

４月から同年９月までの期間は 28 万円、同年 10 月から 56 年３月までの

期間は 24 万円、同年４月から 57 年３月までの期間は 28 万円、同年４月

から 58 年３月までの期間は 30 万円、同年４月から 60 年３月までの期間

は 32 万円、同年４月から平成６年 10 月までの期間は 34 万円、同年 11 月

及び同年 12 月は 30 万円、７年１月から同年９月までの期間は 32 万円、

８年 10 月から 10 年３月までの期間は 36 万円に訂正し、一方、昭和 50 年

10 月から 51 年９月までの期間、平成７年 10 月から８年３月までの期間

及び同年５月については、給与明細書の提出が無く、事業所も全員資格を

喪失し解散しており、資料が無いことから、申立人が主張する標準報酬月



                      

  

額が控除されていたと認めることはできないとして、既に当委員会の決定

に基づく 22 年１月 19 日付け年金記録を訂正する必要があるとする通知が

行われている。 

今回、申立人は、新たに申立期間の給与支払明細書が見付かったとして、

申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（平成 19 年法律第

131 号）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる

保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定する

こととなる。 

   したがって、申立期間の標準報酬月額については、申立人の給与支払明

細書において確認できる保険料控除額から判断すると、36 万円に訂正す

ることが必要と認められる。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

給与明細書において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会

保険事務所（当時）で記録されている標準報酬月額が、今回訂正する期間

において一致していないことから、事業主は給与明細書で確認できる報酬

月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該期間の標準報

酬月額に見合う保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

除く。）について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案4108 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①（株式会社ＡのＢ工場）における資格取得日は、昭

和23年８月１日、資格喪失日は24年６月１日であることが認められ､また、

申立期間②（株式会社Ａ本社）における資格取得日は31年12月２日、資格

喪失日は32年10月１日であることが認められることから、申立期間につい

て、厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正する

ことが必要である。 

なお、申立期間①の標準報酬月額については、昭和23年８月及び同年９

月は3,300円、同年10月から同年12月までは5,100円、24年１月から同年５

月までは5,700円に、申立期間②の標準報酬月額については、31年12月か

ら32年９月までは１万8,000円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和23年８月１日から24年６月１日まで 

                       ② 昭和31年12月２日から32年10月１日まで 

      私は、昭和23年８月に株式会社Ａに入社し、45年４月に退職するまで

継続して同社に勤務していた。その間、厚生年金保険に加入し、保険料

を控除されていたにもかかわらず、社会保険事務所（当時）から、申立

期間について、厚生年金保険の加入記録が確認できないとの回答があっ

た。 

厚生年金保険被保険者証及びＣ基金（当時）が発した一時金給付決定

通知書を提出するので、第三者委員会で調査の上、申立期間について、

被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、株式会社ＡのＢ工場に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿において、申立人と氏名及び生年月日が一致する基礎年金番

号に統合されていない被保険者記録（資格取得日は昭和23年８月１日、資

格喪失日は24年６月１日）が確認できる。 



                      

  

また、申立期間②について、株式会社Ａ本社に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿において、申立人と氏名及び生年月日が一致する基礎年金

番号に統合されていない被保険者記録（資格取得日は昭和31年12月１日、

資格喪失日は32年10月１日）が確認できる。 

さらに、厚生年金保険被保険者臺帳索引票、雇用保険の記録及び申立人

が所持するＣ基金が発した一時金給付決定通知書から、申立人は、昭和23

年８月１日から45年４月16日まで株式会社Ａに継続して勤務していたこと

が認められるところ、当該未統合の両記録（以下「当該記録」という。）

における被保険者期間は申立人の申立期間と一致している上、当該記録に

係る厚生年金保険記号番号は申立人の基礎年金番号と一致していることか

ら、当該記録は、申立人の厚生年金保険被保険者記録であると認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立期間①については、申立人が昭和23

年８月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、24年６月１日に喪失し

た旨の届出を、申立期間②については、申立人が株式会社ＡのＤ工場にお

いて厚生年金保険被保険者資格を喪失した日と同日である31年12月２日に

同資格を取得し、株式会社Ａ本社において32年10月１日に喪失した旨の届

出を事業主が社会保険事務所に行ったことが認められる。 

なお、申立期間①の標準報酬月額については、健康保険厚生年金保険被

保険者名簿に記載されている当該未統合記録から、昭和23年８月及び同年

９月は3,300円、同年10月から同年12月までは5,100円、24年１月から同年

５月までは5,700円に、申立期間②の標準報酬月額については、31年12月

から32年９月までは１万8,000円とすることが妥当である。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4109 

 

第１ 委員会の結論 

１  申立人は、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在

は、株式会社Ｂ）における資格喪失日に係る記録を昭和 37 年９月１日

に訂正し、申立期間①の標準報酬月額に係る記録を３万 6,000 円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

２ 申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、申立人のＣ株式会社（後に

株式会社Ｄ）における資格取得日に係る記録を昭和 37 年９月１日に訂

正し、申立期間②の標準報酬月額に係る記録を３万 6,000 円とすること

が必要である。 

なお、事業主は申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

住    所 ： 

  

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37 年８月８日から同年９月１日まで 

           ② 昭和 37 年９月１日から 39 年１月６日まで 

  社会保険庁（当時）の記録では、申立期間の厚生年金保険被保険者記

録が無いが、昭和 31 年５月から 43 年４月までＡ株式会社に継続して勤

務しており、申立期間は同社の 100 パーセント子会社であるＣ株式会社

に出向していた期間である。 

第三者委員会で調査の上、当該記録を訂正してほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を

求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、株式会社Ｂから提出のあった人事記録書及び

同僚の供述から、申立人は、昭和 31 年５月 15 日から 43 年３月 30 日



                      

  

まで継続してＡ株式会社（以下「Ｅ社」という。）に勤務していたこ

とが認められる。 

一方、当該人事記録書から、申立人は、昭和 37 年８月７日から 41

年４月１日までＣ株式会社（以下「Ｆ社」という。）に臨時出向し

ていることが確認できるところ、適用事業所名簿から、Ｆ社が厚生

年金保険の適用事業所に該当したのは、37 年９月１日であることが

確認できる。 

また、申立人と同じくＥ社からＦ社に出向していた同僚３人は、

「Ｆ社はＥ社の 100 パーセント子会社であり、十数名が申立期間当

時に同社から出向した。」と供述しており、Ｆ社に係る閉鎖登記簿

謄本及びＥ社に係る閉鎖事項全部証明書からは、Ｆ社が解散した当

時（平成８年９月＊日）の代表取締役は、Ｅ社において取締役を兼

任していることが確認できることから、両社は、関連会社であった

ことが認められる。 

さらに、申立人と同時期にＥ社から出向し、経理担当者であった同

僚の一人は、「Ｇ市にＦ社を設立するため、昭和 36 年 12 月ころか

ら、Ｅ社で総務を担当していた二人が出張という名目で、まず、職

業安定所や労働基準監督署での手続を始めた。その後数名ずつ工場

内設備等の準備のためＥ社から出張し、旅館で宿泊しながら準備を

進めた。37 年９月１日に厚生年金保険の適用事業所に該当するまで

は、出向者全員がＥ社から給与が支給されていた。」と供述してい

る上、Ｅ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申

立人と同様に同社からＦ社に出向した複数の同僚は、いずれも同年

９月１日にＥ社で被保険者資格を喪失し、同日にＦ社で同資格を取

得していることが確認できることを踏まえると、申立人についても

当該同僚と同様の取扱いがなされたものと認めるのが相当である。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①において、厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めら

れる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＥ社に係る

昭和 37 年７月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録及び人事

記録書から､３万 6,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否

については、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保

険事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらないことから、行ったとは認められな

い。 



                      

  

 

２  申立期間②については、当該人事記録書から、Ｆ社に継続して勤務し

ていることが確認できるところ、株式会社Ｂは、従業員を関連会社に出

向させる場合には、社会保険の加入については、関連会社に移管するこ

ととしていると回答している。 

また、申立人と同じくＥ社からＦ社に出向していた同僚７人に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿及び健康保険厚生年金保険被保険者原

票から、７人全員が昭和 37 年９月１日にＥ社において厚生年金保険被

保険者資格を喪失し、Ｆ社において同日に同資格を取得していることが

確認できる。 

さらに、前述の同僚は、「Ｆ社の設立に伴い､Ｅ社から申立人のほか

十数名が出向した。その全員について、昭和 37 年９月１日から社会保

険等の加入手続を行ったはずであり、申立人のみ厚生年金保険被保険者

記録が欠落しているのは不自然である。給料についても、全員について、

Ｆ社から支給されており、社会保険料の控除及び納付もしていたことか

ら、申立人のみほかの出向者とは別な取扱いであったことは考えられな

い。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間②に係る厚生年金

保険料をＦ社の事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＦ社に係る昭

和 39 年１月の社会保険事務所の記録及び人事記録書から､３万 6,000 円

とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は、資料は既に処分していることから不明としている

が、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格取得届が提出された場

合には、その後、報酬月額算定基礎届を提出する機会があったこととな

るが、いずれの機会においても社会保険事務所は当該届出を記録してい

ない。これは通常の事務処理では考え難いことから、事業主から当該社

会保険事務所（当時）へ資格の取得等に係る届出は行われておらず、そ

の結果、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間②の保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間②に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4110 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月

額であったと認められることから、当該期間の標準報酬月額の記録を 59

万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年 11 月１日から８年 10 月 26 日まで 

社会保険庁（当時）の記録にある平成６年 11 月１日から８年 10 月

26 日までの標準報酬月額が給与の額に見合っていない。７年２月分の

給与明細しかないが、当時の給与は月額約 65 万円だった。当該期間の

標準報酬月額を給与の額に見合うように訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人の平成７年２月に係る給与支給明細書において 59 万円の標準報

酬月額に見合う厚生年金保険料が控除されていることが確認できる上、株

式会社Ａの事業主関係者から提出された健康保険・厚生年金保険被保険者

標準報酬決定通知書により、事業主が申立期間に係る標準報酬月額を 59

万円として届け出ていたことが確認できる。 

一方、オンライン記録においては、当初、申立人の申立期間の標準報酬

月額を申立人が主張する 59 万円（当該期間における厚生年金保険の最高

標準報酬月額）と記録していたが、当該事業所が厚生年金保険の適用事業

所に該当しなくなった平成８年 10 月 26 日の後の同年 11 月 18 日に、同年

10 月及び７年 10 月の定時決定の記録を取り消した上、６年 11 月までさ

かのぼって 30 万円に引き下げているのが確認できるが、社会保険事務所

（当時）において、かかる処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

なお、申立人は、当該事業所の取締役であったことが商業登記簿で確認

できるものの、事業主関係者が「申立人にはＢ業務の責任者として働いて

もらっていた。経営や社会保険事務などへの関与はなかった。」と述べて

いるとともに、複数の同僚も申立人の業務について「Ｂ業務の担当者であ



                      

  

った。」と述べていることから、申立人は、当該標準報酬月額の減額訂正

に関与する立場になかったことが推認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額に

ついて、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係

る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 59 万円に訂

正することが必要と認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4111 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格

喪失日に係る記録を平成６年６月１日に訂正し、申立期間における標準報

酬月額に係る記録を 22 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年１月 31 日から同年６月１日まで 

    株式会社Ａに平成６年５月 31 日まで勤務（５年以降は株式会社Ｂに

派遣されていた）していたので、資格喪失日は６年６月１日になるは

ずだが、社会保険庁（当時）の記録によれば、厚生年金保険の資格喪

失日が同年１月 31 日になっている。 

    保管している申立期間に係る給与明細及び源泉徴収票では厚生年金保

険料が控除されているので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が保管していた申立期間に係る給与明細、平成６年分給与所得の

源泉徴収票、Ｃ組合からの回答及び雇用保険の記録により、申立人が６年

５月 31 日まで株式会社Ａに継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、当該給与明細における保険

料控除額から、22 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は不明としているが、社会保険事務所（当時）の記録における資格

喪失日が厚生年金基金の記録における資格喪失日と同日となっており、厚

生年金基金及び社会保険事務所の双方が誤って同じ資格喪失日を記録した



                      

  

とは考え難いことから、事業主が平成６年１月 31 日を資格喪失日として

届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年１月から同年５月

までの保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入

の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又

は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4112 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の有限会社Ａにおける資格喪失日は、昭和56年 11 月６日である

と認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、８万円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和28年生  

住    所 ： 

     

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和56年３月31日から同年11月６日まで 

社会保険庁（当時）の記録では、有限会社Ａでの資格喪失日が昭和56

年３月31日となっている。実際は同年11月５日に退社している。保険料

控除の確認できる給与明細書を提出するので、当該期間について被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録から、申立人は、昭和56年３月31日から同年11月５

日までの期間、有限会社Ａに勤務していたことが認められる。 

また、有限会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、

同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった昭和56年９月13日より後の

57年１月７日に、申立人を含む16人について、さかのぼって厚生年金保険

被保険者資格喪失日を56年３月31日とする処理が行われていることが確認

できる。 

一方、有限会社Ａの商業登記簿から、申立期間当時、同社が法人事業所

であることが確認でき、オンライン記録、当時の同僚の供述等により常時

５人以上の従業員が在籍していたと判断されることから、厚生年金保険法

の適用事業所としての要件を満たしていたと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、有限

会社Ａが適用事業所でなくなった処理及び申立人の資格喪失に係る処理を

さかのぼって行う合理的な理由は無く、当該処理に係る記録は有効なもの



                      

  

とは認められず、申立人の有限会社Ａにおける資格喪失日は、雇用保険の

記録における離職日の翌日である昭和56年11月６日に訂正することが必要

である。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人の有限会社Ａにおけ

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、８万円とすることが妥

当である。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4116 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間③について、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準

報酬月額は、９万 8,000 円であったと認められることから、申立期間③の

標準報酬月額に係る記録を、９万 8,000 円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成５年８月１日から６年３月 31 日まで 

             ② 平成６年３月 31 日から同年４月１日まで 

             ③ 平成６年４月１日から同年８月 31 日まで 

             ④ 平成６年８月 31 日から８年３月 16 日まで 

    昭和 63 年５月１日から平成８年３月 15 日まで株式会社Ａのグループ

会社に継続して勤務し、約 80 万円の月給を得ていたが、厚生年金保険

の加入期間について社会保険事務所に照会したところ、申立期間①の

Ｂ株式会社、申立期間③の株式会社Ｃ及び申立期間④の株式会社Ｄの

標準報酬月額が低すぎることが分かった。また、Ｂ株式会社では申立

期間②の厚生年金保険の記録が無い。申立期間①、③及び④の標準報

酬月額を本来の金額に訂正の上、申立期間②について厚生年金保険被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間③について、オンライン記録から、申立人の株式会社Ｃにお

ける厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成６年４月から同年７月

までの期間は９万 8,000 円と記録されていたが、同社が厚生年金保険の

適用事業所でなくなった７年４月 30 日の後の８年１月５日付けで、６

年４月までさかのぼって８万円に減額訂正されていることが確認できる。

また、申立人と同様に、同僚 35 人の標準報酬月額が減額訂正されてい

ることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、かかる処理



                      

  

を行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があっ

たとは認められず、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、事業主が

当初届け出た９万 8,000 円に訂正することが必要である。 

一方、申立人は、申立期間③の標準報酬月額が実際の給与額（約 80

万円）に基づく標準報酬月額より低額である旨申し立てている。 

しかし、その主張する給与額又は給与からの厚生年金保険料の控除額

を示す資料等は無く、当時の事業主は、「既に会社が解散しており人事

関係資料が残されていない。意図的に低い報酬月額を届け出るような取

扱いをしたかは不明。」と供述しているところ、申立期間③に同僚であ

った二人については、総支給額の多寡にかかわらず９万 8,000 円の標準

報酬月額に見合う保険料控除がなされていたことが当該同僚の提出した

給与明細書等により確認できる。 

このほか、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間③については、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたとは認めることはでき

ない。 

 

２ 申立期間①について、オンライン記録では、申立人のＢ株式会社にお

ける厚生年金保険の標準報酬月額は、20 万円と記録されているが、申

立人は、当該事業所における各月の給与額が約 80 万円であったとして、

当該期間の標準報酬月額が実際の給与額に基づく標準報酬月額より低額

である旨申し立てている。 

しかし、その主張する給与額又は給与からの厚生年金保険料の控除額

を示す給与明細書等は無いほか、同僚からも資料及び保険料控除に係る

明確な供述が得られず、当時の事業主からも回答は無かった。 

また、オンライン記録では、標準報酬月額等の記載欄について訂正等

の不自然な記録は無い。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間①について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 

 

３ 申立期間②について、申立人は、平成６年３月 31 日まで、引き続き



                      

  

Ｂ株式会社に勤務していたと主張しているところ、雇用保険の加入記録

及び同僚の供述から、申立期間②は同社に勤務していることが認められ

る。 

しかし、オンライン記録によれば、平成６年３月 31 日に申立人を含

む厚生年金保険被保険者９人が被保険者資格を喪失していることが確認

でき、資格喪失等の記載欄について訂正等の不自然さは認められない。 

また、当時の事業主から回答は無い上、申立人の当該期間における厚

生年金保険料の控除について、これを確認できる給与明細書等は無い。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

４ 申立期間④について、オンライン記録では、申立人の株式会社Ｄにお

ける厚生年金保険の標準報酬月額は、９万 8,000 円と記録されているが、

申立人は、当該事業所における各月の給与額が約 80 万円であったとし

て、当該期間の標準報酬月額が実際の給与額に基づく標準報酬月額より

低額である旨申し立てている。 

しかし、その主張する給与額又は給与からの厚生年金保険料の控除額

を示す給与明細書等は無い上、当時の事業主から回答は無く、申立期間

④に同僚であった二人については、総支給額の多寡にかかわらず９万

8,000 円の標準報酬月額に見合う保険料控除がなされていたことが当該

同僚の提出した給与明細書等により確認できる。 

また、オンライン記録では、標準報酬月額等の記載欄について訂正等

の不自然な記録は無い。 

このほか、申立人の申立期間④における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間④については、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4117 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①について、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準

報酬月額は、平成２年２月から３年６月までは 41 万円、同年７月から同

年９月までは 50 万円、同年 10 月及び同年 11 月は 53 万円であったと認め

られることから、申立期間①の標準報酬月額を訂正することが必要である。 

申立期間③について、事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額

は、平成４年７月から５年 12 月までは 24 万円であったと認められること

から、申立期間③の標準報酬月額を訂正することが必要である。 

申立期間⑤について、事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額

は、平成６年３月から同年７月までは９万 8,000 円であったと認められる

ことから、申立期間⑤の標準報酬月額を訂正することが必要である。 

申立期間⑥について、申立人の申立てに係る事業所における資格喪失日

は、平成７年 11 月１日であると認められることから、申立期間⑥に係る

厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要であ

る。 

なお、平成６年８月から７年 10 月までの標準報酬月額については９万

8,000 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成２年２月１日から３年 12 月 16 日まで 

             ② 平成３年 12 月 16 日から４年７月 16 日まで 

             ③ 平成４年７月 16 日から６年１月 31 日まで 

             ④ 平成６年１月 31 日から同年３月１日まで 

             ⑤ 平成６年３月１日から同年８月 31 日まで 

             ⑥ 平成６年８月 31 日から７年 11 月１日まで 

    昭和 56 年２月１日から平成 13 年２月 26 日まで株式会社Ａのグルー

プ会社に継続して勤務し、約 50 万円の月給を得ていたが、株式会社Ｂ

での申立期間①の標準報酬月額が低すぎ、申立期間②の年金記録が無

い。また、Ｃ株式会社での申立期間③の標準報酬月額が低すぎ、申立



                      

  

期間④の年金記録が無い。さらに、株式会社Ｄでの申立期間⑤の標準

報酬月額が低すぎ、申立期間⑥の年金記録が無い。申立期間の標準報

酬月額を本来の金額に訂正の上、年金記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、オンライン記録から、申立人の株式会社Ｂにお

ける厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成２年２月から３年６月

までの期間は 41 万円、同年７月から同年９月までの期間は 50 万円、同

年 10 月及び同年 11 月は 53 万円と記録されていたところ、同社が厚生

年金保険の適用事業所でなくなった４年１月 16 日の後の同年２月 28 日

付けで、２年２月までさかのぼって８万円に減額訂正されていることが

確認できる。また、申立人と同様に、８人の同社の従業員の標準報酬月

額が、同日付けで減額訂正されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、かかる処理

を行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があっ

たとは認められず、申立人の申立期間①に係る標準報酬月額は、事業主

が社会保険事務所に当初届け出た、平成２年２月から３年６月までの期

間は 41 万円、同年７月から同年９月までの期間は 50 万円、同年 10 月

及び同年 11 月は 53 万円に訂正することが必要と認められる。 

   

２ 申立期間③について、オンライン記録から、申立人のＣ株式会社にお

ける厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成４年７月から５年 12

月までの期間は 24 万円と記録されていたところ、６年１月 19 日付けで、

４年７月までさかのぼって８万円に減額訂正されていることが確認でき

る。また、申立人と同様に、18 人の同社の従業員の標準報酬月額が、

同日付けで減額訂正されていることが確認できる。 

また、当該事業所の元事業主は、「平成４年から６年までにかけては

資金繰りに苦慮しており、給与の支払は遅れ気味であった。」旨を供述

しているところ、社会保険事務所は、当該事業所の保険料滞納に係る資

料は保存期限経過のため既に無く、確認できないため不明である旨を回

答している。 

これらを総合的に判断すると、平成６年１月 19 日付けで行われた

遡及
そきゅう

訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行っ

た当該遡及
そきゅう

訂正処理に合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な

記録訂正があったとは認められない。このため、当該遡及
そきゅう

訂正処理の結

果として記録されている申立人の申立期間③に係る標準報酬月額は、事

業主が社会保険事務所に当初届け出た 24 万円に訂正することが必要で

ある。 



                      

  

一方、申立人は、Ｃ株式会社における各月の給与額が約 50 万円であ

ったとしており、申立期間③の標準報酬月額が実際の給与額に基づく標

準報酬月額より低額である旨申し立てている。 

しかし、その主張する給与額又は給与からの厚生年金保険料の控除額

を示す給与明細書等は無いほか、同僚からも資料及び保険料控除に係る

明確な供述が得られなかった。 

このほか、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間③について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

３ 申立期間⑤について、オンライン記録から、申立人の株式会社Ｄにお

ける厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成６年３月から７年９月

までの期間は９万 8,000 円と記録されていたところ、同社が厚生年金保

険の適用事業所でなくなった同年４月 30 日の後の８年１月５日付けで、

６年３月までさかのぼって８万円に減額訂正されていることが確認でき

る。また、申立人と同様に、36 人の同社の従業員の標準報酬月額が、

同日付けで減額訂正されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、かかる処理

を行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があっ

たとは認められず、申立人の申立期間⑤に係る標準報酬月額は、事業主

が社会保険事務所に当初届け出た９万 8,000 円に訂正することが必要で

ある。 

一方、申立人は、株式会社Ｄにおける各月の給与額が約 50 万円であ

ったとしており、申立期間⑤の標準報酬月額が実際の給与額に基づく標

準報酬月額より低額である旨申し立てている。 

しかし、その主張する給与額又は給与からの厚生年金保険料の控除額

を示す給与明細書等は無いほか、同僚からも資料及び保険料控除に係る

明確な供述が得られず、当時の事業主からも不明との回答があった。 

このほか、申立人の申立期間⑤における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間⑤について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

４ 申立期間⑥について、申立人は、平成６年８月 31 日から７年 10 月

31 日まで、引き続き株式会社Ｄに勤務していたと申し立てているとこ



                      

  

ろ、雇用保険の加入記録及び同僚の供述から、申立期間⑥は同社に勤務

していたことが認められる。 

また、オンライン記録によると、株式会社Ｄが厚生年金保険の適用事

業所でなくなった平成７年４月 30 日の後の８年１月５日付けで、さか

のぼって６年 10 月１日及び７年 10 月１日の標準報酬月額の定時決定が

取り消され、申立人の同社における資格喪失日は６年８月 31 日と記録

されているとともに、８年１月５日付けで６年３月から７年９月までの

期間に係る標準報酬月額が９万 8,000 円から８万円に減額訂正されてい

る。 

さらに、申立期間⑥当時の株式会社Ｄの元事業主は、「当時、業績不

振で資金繰りが非常に厳しく、社会保険事務所の滞納保険料の督促に対

して、従業員の標準報酬月額をさかのぼって減額訂正した。」と供述し

ている。 

加えて、申立人と同様に株式会社Ｄを平成６年８月 31 日に資格喪失

し、７年 11 月１日に株式会社Ｅで資格を取得している同僚は、当該期

間の保険料控除を示す給与明細書を所持していたこと等から、千葉地方

第三者委員会であっせんされている。 

これらを総合的に判断すると、申立人の厚生年金保険被保険者資格の

喪失及び申立期間⑥の標準報酬月額に係る処理を行う合理的な理由は無

く、当該処理について有効な記録訂正があったとは認められないことか

ら、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日は、申立人と同様に異動

した上記同僚の供述及び当該同僚の次の事業所での被保険者資格取得日

から、平成７年 11 月１日に訂正することが必要であると認められる。 

なお、平成６年８月から７年 10 月までの標準報酬月額は、事業主が

社会保険事務所に当初届け出たとおり、９万 8,000 円に訂正することが

妥当である。 

 

５ 申立期間②について、申立人は、平成３年 12 月 16 日から４年７月

15 日まで、引き続き株式会社Ｂに勤務していたと申し立てているとこ

ろ、雇用保険の加入記録及び同僚の供述から、申立期間②は同社に勤務

していたことが認められる。 

しかし、オンライン記録によれば、平成３年 12 月 16 日に申立人を含

む厚生年金保険被保険者 70 人が被保険者資格を喪失していることが確

認できるところ、同僚からも資料及び保険料控除に係る明確な供述を得

られず、申立人の被保険者資格喪失届は４年１月 18 日に処理されてお

り、不自然さは認められない。 

また、当時の事業主からは回答を得られなかった上、申立人の当該期

間における厚生年金保険料の控除について、これを確認できる給与明細



                      

  

書等は無い。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

６ 申立期間④について、申立人は、平成６年１月 31 日から同年２月 28

日まで、引き続きＣ株式会社に勤務していたと申し立てているところ、

雇用保険の加入記録及び同僚の供述から、申立期間④は同社に勤務して

いたことが認められる。 

しかし、オンライン記録によれば、平成６年１月 31 日に申立人を含

む厚生年金保険被保険者 18 人が被保険者資格を喪失していることが確

認できるところ、同僚からも資料及び保険料控除に係る明確な供述を得

られず、申立人の被保険者資格喪失届は同年３月７日に処理されており、

不自然さは認められない。 

また、当時の事業主からは回答を得られなかった上、申立人の当該期

間における厚生年金保険料の控除について、これを確認できる給与明細

書等は無い。 

このほか、申立人の申立期間④における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間④に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4122 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、昭和 63 年２月１日から平成２年１月１日ま

での期間及び２年７月１日から同年９月 30 日までの期間に係る標準報酬

月額の記録については、22 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 63 年２月１日から平成２年９月 30 日まで 

    株式会社Ａ(平成３年９月からＢ株式会社に変更）に勤務していた期

間のうち、昭和 63 年２月１日から平成２年９月 30 日までの期間につい

て、標準報酬月額が 22 万円のはずが 13 万 4,000 円と実際の給料に比べ

低い額で記録されている。上記期間について、調査の上、正しい標準報

酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料控除額及び

申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることか

ら、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

申立人は、申立期間の給与明細書等を保管しておらず保険料控除の事実

確認ができないものの、申立人と同じく昭和 63 年２月１日付け（処理日

は同年８月 11 日。）の随時改定(以下「当該随時改定」という。)により、

標準報酬月額が 41 万円から 18 万円に減額されている同僚から提出された

給与明細書等の保険料控除額は、申立期間のうち、63 年２月から同年 11

月までの期間及び平成元年１月から同年 12 月までの期間において当該随

時改定の標準報酬月額（18 万円）に相当する保険料よりも高額な保険料

が控除されていることが確認できる。 



                      

  

また、平成２年７月から同年９月までの保険料控除額は、同年 10 月

（処理日は同年 10 月 12 日。）の随時改定における標準報酬月額（32 万

円）に相当する保険料額が控除されていることが確認できるところ、当該

同年同月の随時改定は、申立人を含む申立期間内に被保険者記録がある５

人全員が改定され、５人共に標準報酬月額が増額改定となっていることか

ら、２年７月から同年９月までの期間において、申立人及び上記同僚を含

む５人全員が同年 10 月以降の標準報酬月額に基づく保険料額が控除され

ていたと推認できる。 

さらに、昭和 63 年 12 月については、上記同僚は給与明細書を保管して

いないが、その前後の給与明細書及び源泉徴収票から確認できる厚生年金

保険料の控除額から、該当月についてもオンライン記録に記載されている

標準報酬月額に相当する厚生年金保険料以上の保険料が給与から控除され

ていたことが推認できる。 

以上の上記同僚における厚生年金保険料の控除の状況から、申立人の昭

和 63 年２月から平成元年 12 月までの期間及び２年７月から同年９月まで

期間において控除されていた厚生年金保険料額は、当該随時改定前の標準

報酬月額（22 万円）に見合う保険料額であったと推認される。 

したがって、申立期間のうち、昭和 63 年２月から平成元年 12 月までの

期間及び２年７月から同年９月までの期間における標準報酬月額について

は、当該保険料控除額から 22 万円に訂正することが必要と認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主に照会したが回答が得られないことから不明であるが、同僚の厚生

年金保険の記録から推認した保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保

険事務所(当時)で記録されている標準報酬月額が、昭和 63 年２月から平

成元年 12 月までの期間及び２年７月から同年９月までの期間について一

致していないことから、事業主は、申立人が事業主により控除されていた

と認められる保険料額に見合う標準報酬月額を届け出ておらず、その結果、

社会保険事務所は、当該期間の標準報酬月額に見合う保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

一方、申立期間のうち、平成２年１月１日から同年７月１日までの期間

については、同僚の給与明細書における保険料控除額から算定した標準報

酬月額とオンライン記録上の標準報酬月額が一致しており、ほかに当該期

間に係る保険料控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ないことから、申立人が主張する標準報酬月額に基づく保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4123 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、Ａ社における申立人の被保険者記録の

うち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 35 年２月９日）及び資格取得日

（同年９月 25 日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額に係る記録を

8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住        所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 35 年２月 20 日から同年９月 25 日まで 

    Ｂ県の高校を卒業し、地元のＣ店に就職したが、昭和 34 年ころに倒

産してしまい、親戚の経営するＤ区にあるＡ社に住み込みで就職した。

35 年１月 10 日から退職した 37 年５月末まで、継続して勤務していた

が、社会保険庁（当時）の記録では、同事業所での厚生年金保険の被保

険者期間としての記録が 35 年２月 20 日から同年９月 24 日までの期間

が無いことが分かった。間違いなく継続して勤務していたので、同期間

を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録では、Ａ社におい

て昭和 35 年１月 10 日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、同年２月

９日に資格を喪失後、同年９月 25 日に同社において再度資格を取得して

おり、同年２月から同年８月までの申立期間の被保険者記録が無い。 

しかし、申立人と同職種で申立人と同時期にＡ社の事業主の自宅に住み

込みで勤務していた複数の同僚は、「申立人が休職や一時退社したことは

ないし、業務内容及び勤務形態の変更もなく継続して勤務していた。」と

供述しており、申立人が申立期間に同社に継続して勤務していたことがう

かがえる上、供述している複数の同僚は、いずれも申立期間に厚生年金保



                      

  

険の被保険者記録が継続している。 

また、申立人及び複数の同僚は、申立期間に従業員が 13 人前後であっ

たと供述しているところ、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿で被保険者数を確認すると、申立人を含め 11 人であり、個人事業主で

ある事業主とその家族である妻を加えると、供述どおりであることから、

従業員全員が厚生年金保険に加入していたことが推認できる。 

さらに、申立人と同じく申立期間に勤務していたにもかかわらず厚生年

金保険の記録が欠落している同僚は一人いるが、複数の同僚は、当該同僚

について「事業主の妻の兄であり、ほとんどの従業員は住み込みだったが、

その同僚は“通い”で勤務していた。同族経営である事業所の経営者の一

人だったように思う。」と供述している上、当該同僚は、昭和 41 年７月

１日に再度厚生年金保険の資格を取得しているが、その時期はＡ社が個人

事業所から有限会社Ｅとして法人登記された同年同月＊日と同時期であり、

同じく事業主とその妻が資格を取得した同年同月７日とほぼ一致しており、

同事業所で同年同月に厚生年金保険に加入したものはほかにいないことか

ら、当該同僚は経営者の一人であったと推認される。 

加えて、申立人は、「Ａ社に就職が決まり、Ｆ地に赴いた際に、その同

僚が会社を代表してＧ駅まで迎えに来てくれた。」と供述していることか

ら、一般従業員とは違う立場であったことがうかがえる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿の申立期間前後の記録及び同僚における申立

期間前後の記録から、8,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主の申立期間に係る保険料を納付する義務の履行については、

事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていな

いにもかかわらず、社会保険事務所（当時）がこれを記録することは考え

難いことから、事業主は社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取

得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

35 年２月から同年８月までの保険料の納入の告知を行っておらず（社会

保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料

に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4124 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主

張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬

月額の記録を 56 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年４月１日から同年８月１日まで 

    株式会社Ａに勤務していた期間のうち、平成８年４月１日から同年８

月１日に資格を喪失するまでの期間について、標準報酬月額が 56 万円

のはずが 32 万円と実際の給料に比べ低い額で記録されている。申立期

間について、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人の申立期間に係る株式会社Ａにおける

厚生年金保険の標準報酬月額は、平成７年６月から８年７月までの期間に

おいて当初 56 万円と記録されていたところ、申立人が厚生年金保険の資

格を喪失した同年８月１日後の同年９月 17 日付けで、同年４月１日にさ

かのぼって 32 万円に減額訂正されていることが確認できる。 

   また、同記録において、同じく申立人が資格を喪失した後の平成８年９

月 17 日付けの処理において、同年８月 26 日に一度記録された申立人の資

格喪失日である同年８月１日が取り消されていることが確認できるところ、

同年９月 17 日付けの処理において、再度申立人の資格喪失日を同年８月

１日としてオンラインに登録した事実が確認できる。 

さらに、複数の同僚から、当該事業所は当時経営不振で、数か月の給料

の遅配があった旨の供述が得られた上、同僚の一人は「社会保険事務所

（当時）と保険料の未払でトラブルがあったと聞いた。」と供述しており、

保険料の滞納があったことがうかがえる。 

   加えて、申立人の標準報酬月額が、資格喪失後にさかのぼって減額訂正

された事実について、複数の同僚は、「社長に次ぐ実力者で、社長の片腕



                      

  

だった。当時は実質的な営業のトップであり、給料が下がるような職種変

更や事情はなかった。」と供述しており、申立期間当時、申立人の報酬月

額がその標準報酬月額（32 万円）に対応した額に減額されたことをうか

がわせる供述は得られなかった。 

これらを総合的に判断すると、平成８年９月 17 日付けで行われた遡及
そきゅう

訂正処理を行う合理的な理由は無く、申立期間に係る標準報酬月額につい

て、有効な記録訂正があったとは認められないことから、当該遡及
そきゅう

訂正処

理の結果として記録されている申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た 56 万円に訂正することが必要と

認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4127 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人の申立期間①のＡ株式会社（現在は、

Ｂ株式会社）Ｃ支店Ｄ営業所における資格喪失日に係る記録を昭和 40 年

10 月 10 日に、申立期間②の同社Ｅ支店における資格取得日に係る記録を

43 年１月１日にそれぞれ訂正し、申立期間①の標準報酬月額に係る記録

を２万 2,000 円、申立期間②の標準報酬月額に係る記録を３万 9,000 円と

することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。また、事業主が申立期間②の厚生年

金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認

められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年８月１日から同年 10 月 10 日まで 

             ② 昭和 43 年１月１日から同年５月１日まで 

被保険者記録回答票によると、申立期間は国民年金の未納期間となっ

ているが、昭和 40 年４月１日にＡ株式会社に入社以来、平成 11 年３月

１日に退職するまで一貫して勤務していたので、申立期間を厚生年金保

険の被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ株式会社本社から提出された申立人に係る経歴書、申立人が保管する

工事経歴書、雇用保険の加入記録及び同社が加入しているＦ組合の加入記

録から判断すると、申立人は、Ａ株式会社に継続して勤務し（昭和 40 年

10 月 10 日に同社Ｃ支店から同社Ｇ支店に異動、43 年１月１日に同社Ｃ支

店から同社Ｅ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社Ｃ支店



                      

  

Ｄ営業所及び同社Ｅ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録

から、申立期間①については２万 2,000 円、申立期間②については３万

9,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立期間①において、事業主が申立人に係る保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、事業主は不明としているが、申立期間①

に行われるべき事業主による健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定

基礎届及びこれに基づく定時決定や事業主による申立てどおりの資格喪失

届などのいずれの機会においても、社会保険事務所（当時）が記録の処理

を誤るとは考え難いことから、事業主が昭和 40 年８月１日を厚生年金保

険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

同年８月及び同年９月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会

保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料

に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立人に

係る申立期間①の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間②において、事業主が申立人に係る保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと

判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 4128 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①のうち、昭和 52 年５月１日から同年 10 月１日ま

でについて、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認められることから、当該期間に係る標

準報酬月額の記録について、昭和 52 年５月及び同年６月を 10 万 4,000 円

に、同年７月を 11 万円に、同年８月を 10 万 4,000 円に、同年９月を 11

万 8,000 円に訂正することが必要である。 

また、申立期間②に係る標準報酬月額については、申立期間のうち昭和

62 年２月を 28 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 52 年４月から同年 12 月まで 

             ② 昭和 61 年 10 月から 62 年９月まで 

    株式会社ＡとＢ株式会社に勤務していた時の標準報酬月額が相違して

いると思うので、調査していただき正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①に係る標準報酬月額の相違について申し立てて

いるが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律（以下「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、

これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控

除していたと認められる申立人の保険料控除額及び申立人の報酬月額の

それぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準

報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人から提出され

た株式会社Ａの申立期間①に係る給料支払明細書において確認できる保

険料控除額から、申立期間のうち、昭和 52 年５月及び同年６月につい



                      

  

ては 10 万 4,000 円、同年７月については 11 万円、同年８月については

10 万 4,000 円、同年９月については 11 万 8,000 円に訂正することが必

要と認められる。 

  なお、事業主が当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料(訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。)を納付する義務を履行

したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所(当

時)に行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が見当たらないことから、行ったとは認められない。   

一方、申立期間のうち、昭和 52 年４月及び同年 10 月から同年 12 月

までの期間の標準報酬月額については、申立人から提出された同年５月

分及び同年 11 月分から 53 年１月分までの給料支払明細書によると、給

与から控除された厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額は、申立人の

社会保険事務所で記録されている標準報酬月額と一致していることから、

特例法による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

 

２ 申立期間②に係る標準報酬月額については、申立人から提出されたＢ

株式会社の申立期間②に係る給与支払明細書において確認できる保険料

控除額から、申立期間のうち、昭和 62 年２月については、28 万円に訂

正することが必要と認められる。 

なお、事業主が当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料(訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。)を納付する義務を履行

したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当

たらないことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間②のうち、昭和 61 年 10 月から 62 年１月までの期間、

同年３月、同年４月及び同年６月から同年８月までの期間の標準報酬月

額については、申立人から提出された 61 年 11 月分から 62 年２月分ま

で、同年４月分、同年５月分及び同年７月分から同年９月分までの給与

支払明細書によると、事業主により給与から控除された厚生年金保険料

額に相当する標準報酬月額は、申立人の社会保険事務所で記録されてい



                      

  

る標準報酬月額よりも高額となっているものの、当該月分の総支給額に

よる報酬月額は社会保険事務所で記録されている標準報酬月額よりも低

額又は同額となっていることから、特例法による保険給付の対象に当た

らないため、あっせんは行わない。 

また、申立期間②のうち、昭和 62 年５月については、申立人が同年

６月分の給与支払明細書を所持しておらず、Ｂ株式会社においても、申

立期間②当時の給与支払台帳等が保存されていないため、事業主による

給与からの厚生年金保険料の控除について分らないとしていることから、

確認することができない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 3570 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年 12 月から 49 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 44 年 12 月から 49 年３月まで 

        私が 20 歳（昭和 44 年＊月）になった際、母がＡ市役所で私の国民年

金の加入手続をしてくれた。国民年金保険料についても、私が 49 年３

月に結婚するまでは、毎月保険料の徴収に訪れていたＡ市の職員に、同

居していた家族の保険料と一緒に母が納付してくれていた。申立期間の

保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人が 20 歳（昭和 44 年＊月）になった際、申立人の母が

Ａ市役所で申立人の国民年金の加入手続を行い、申立人が 49 年３月に婚

姻するまでの国民年金保険料についても、その母が毎月保険料徴収に訪れ

ていたＡ市の職員に、当時同居していた家族の保険料と一緒に納付してく

れていたとしているが、申立人の国民年金の加入手続及び保険料納付を行

っていたとするその母は既に亡くなっており、証言を得ることができない

上、申立人は申立期間の保険料納付に関与していなかったことから、申立

期間当時の国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 61 年４月ころに払い出

され、その時点では、申立期間の国民年金保険料は時効により納付するこ

とができない上、国民年金被保険者資格は 61 年４月に取得していること

から、申立期間は未加入期間となっており、制度上保険料を納付すること

はできず、申立人にほかの国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見

当たらない。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせ



 

  

る周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3572 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年４月から 52 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 47 年４月から 52 年３月まで 

    私は、Ａ地に居住していた昭和 47 年ころ友人と厚生年金保険に加入

していないから国民年金に加入しようという話をして、加入手続をして

国民年金手帳の交付を受けた。その後は継続して保険料を納付してきた。

申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

          

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、昭和 47 年ころ加入手

続をして国民年金手帳の交付を受け、その後は継続して保険料を納付して

きたと主張しているが、申立人の国民年金への加入手続や保険料の納付場

所及び納付方法等についての記憶が曖昧
あいまい

であり、国民年金の加入状況及び

保険料の納付状況が不明である。 

   また、Ｂ市の払出簿によると、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出

されたのは昭和 51 年 12 月であり、その時点では、申立期間のうち 47 年

４月から 49 年９月までは時効により納付できない期間であり、49 年 10

月から 52 年３月まではさかのぼって納付する期間となるが、申立人はさ

かのぼって納付した記憶は無く、別の国民年金手帳記号番号が払い出され

ていた形跡も見当たらない。 

   さらに、国民年金手帳記号番号が申立人と連番で払い出されているその

夫の申立期間の国民年金保険料も未納である上、申立人が、申立期間の保

険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほ

かに保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 3573（事案 1482 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40 年５月から 51 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40 年５月から 51 年 12 月まで 

    申立期間の国民年金保険料については、妻が特例納付により３回に分

割して納付した。申立期間の保険料が未納となっていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、当該期間の国民年金保険料を特例納

付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、その妻が納

付したとしている保険料の額は、申立期間を含む昭和 40 年５月から 54 年

３月までの期間を納付するのに必要な保険料額と大きく異なっているなど

として、既に当委員会の決定に基づく平成 21 年１月 30 日付け年金記録の

訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   また、申立人は、Ａ区役所の職員に３回に分割して納付できると聞いた

ので、そのとおり３回に分割して合計で約 10 万円納付したと主張してい

る。これについて、申立人の国民年金手帳記号番号は、Ａ区の払出簿によ

り昭和 54 年３月に払い出されていることが確認できるところ、オンライ

ン記録では、それ以前の 52 年１月から平成 11 年８月まで納付済みとなっ

ており、このうち、52 年１月から 53 年３月までの期間を過年度納付し、

引き続く 53 年４月から 55 年３月までの期間を現年度納付した場合の国民

年金保険料額は合計 10 万 2,960 円となり、申立人が納付したと記憶して

いる約 10 万円とおおむね一致する。 

申立人は、申立期間の国民年金保険料をＡ区役所庁舎内にあった金融機

関で納付したと主張するが、これは委員会の当初の決定を変更すべき新た

な事情とは認められず、その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな

事情は見当たらないことから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付

していたものと認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3575 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 63 年３月から平成元年４月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 63 年３月から平成元年４月まで 

私は、昭和 63 年３月に会社を退社後、母から「国民の義務だから」

と言われ、一人でＡ区役所へ行って担当窓口で国民年金の加入手続を行

った。その後、申立期間の国民年金保険料を、振込用紙に現金を添えて

郵便局や銀行で納付したはずである。いまだに、納付した記録が見つか

らないことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の加入手続時に、年金手帳の交付を受けた記憶は無

いと主張しているが、Ａ区役所は国民年金加入時の窓口での手続について

「年金手帳をその場で交付していた」としており、当時の取扱いと符合し

ない。 

また、申立人の基礎年金番号は、厚生年金保険記号番号が付番されてお

り、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出された記録も無いことから、

申立期間は国民年金未加入期間とされており、制度上国民年金保険料を納

付することができない期間である上、申立人に別の国民年金手帳記号番号

が払い出された形跡もうかがわれない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3577 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57 年２月から同年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57 年２月から同年７月まで 

私は、昭和 57 年１月に結婚退職する際に、職場の人から国民年金に

加入するように勧められ、同年２月にＡ市役所かＢ市役所で加入手続し、

国民年金保険料を納付してきたと思う。 

申立期間の保険料が未加入となっていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 57 年２月に国民年金に加入し、国民年金保険料を納付

してきたとしているが、国民年金の加入手続を行った時期及び場所の記憶

や、申立期間中の保険料の納付方法、納付金額等の記憶が曖昧
あいまい

であること

から、加入手続、保険料の納付状況等が不明である。 

 また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該番号の前後の被保険者の

資格取得時期から、昭和 57 年８月ころに払い出されていると推認され、

申立人が提出した国民年金手帳には、「初めて国民年金の被保険者となっ

た日」は「昭和 57 年８月 23 日」で、被保険者の資格は「任意」である旨

が記載されていることから、申立期間は未加入期間となっており、制度上、

申立期間の保険料を納付することはできない上、申立人に、別の国民年金

手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3578 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和50年12月から60年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50 年 12 月から 60 年３月まで 

    未納とされている昭和 50 年 12 月から 60 年３月までの期間は、Ａ学

部の学生であり、Ｂの時期だったので、私の代わりに母が国民年金の加

入手続及び保険料納付をしていた。以前、年金手帳を紛失しＣ市役所に

年金手帳の再発行手続に行った際に、念のため 50 年＊月から未納の保

険料があるかどうか調べてもらった。その時に「20 歳つまり 50 年＊月

から全額漏れることなく納付済み」と確認したのに未納となっているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ａ学部の学生であり、Ｂの時期だったので、

その母親が国民年金の加入手続及び保険料納付をしていたとしており、ま

た、年金手帳の再交付手続に行った際に、Ｃ市役所で20歳（昭和50年＊

月）から納付済みと確認したとしているが、申立期間の保険料納付をした

とする申立人の母親は既に他界しており証言が得られない上、申立人自身

も国民年金の加入手続及び保険料納付をしていたとする記憶は無いとして

いることから、申立期間当時の国民年金の加入手続及び保険料の納付状況

が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和60年４月ころに払い出され

ており、その時点では、申立期間のうち大部分は時効により保険料を納付

できない上、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた形跡

も見当たらない。 

さらに、申立期間は112か月と長期間である上、延べ５市にまたがって

おり、複数の市で国民年金に係る記録管理に不備があったとは考え難い。 



 

  

加えて、申立人は、申立期間の保険料を納付していた根拠の一つとして、

Ｃ市役所で納付済みであると確認したことを挙げているが、申立期間の国

民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は

無く、ほかに保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

そのほか、申立事案の口頭意見陳述においては、申立期間の国民年金加

入手続及び国民年金保険料の納付を裏付ける事情を酌み取ろうとしたが、

具体的な新しい証言や証拠を得ることはできなかった。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3579 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和56年８月から60年６月までの期間及び62年８月から63年12

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 56 年８月から 60 年６月まで 

             ② 昭和 62 年８月から 63 年 12 月まで 

    申立期間①について、国民年金に加入していなかったが結婚すること

を契機に、昭和 57 年 10 月ころに国民年金に加入し国民年金保険料を納

付していた。 

申立期間②について、会社を退職したので年金の切替手続を行い国民

年金保険料を納付していた。 

国民年金の加入手続及び保険料納付をしていたのに記録が無いことに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①について、国民年金に加入していなかったが結婚

することを契機に、昭和57年10月ころに国民年金に加入し国民年金保険料

を納付していたとしており、また、申立期間②について、会社を退職した

ので年金の切替手続を行い国民年金保険料を納付していたとしているが、

申立期間①及び②について、国民年金への加入手続に関する明確な記憶が

無い上、国民年金保険料額、納付方法等に関する記憶も無いことから、申

立期間①及び②当時の国民年金の加入手続及び保険料の納付状況等が不明

である。 

また、申立人の基礎年金番号は厚生年金保険記号番号が付番されており、

申立人に国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらず、申立人

も申立期間①及び②当時に年金手帳を受け取った記憶は無いとしており、

申立期間①及び②は未加入期間であることから、制度上保険料を納付する



 

  

ことができない期間である。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3580 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年４月から 63 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 49 年４月から 63 年３月まで 

申立期間のうち昭和 49 年４月から 57 年２月までは元妻が、58 年４

月から 63 年３月までは現在の妻が、国民年金保険料を納付していたは

ずである。申立期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料をその元妻及び現在の妻が納付し

たとしているが、申立期間当時、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出

された形跡が見当たらない上、昭和 49 年４月から 57 年２月までの申立人

の保険料を納付したとする元妻も当該期間は国民年金の未加入期間及び厚

生年金保険被保険者期間であり、58 年４月から 63 年３月までの申立人の

保険料を納付したとする現在の妻も、63 年３月を除き国民年金に未加入

であることから、申立人の国民年金への加入手続及び保険料の納付状況が

不明である。 

また、オンライン記録から、申立期間後の平成 10 年８月 25 日に申立人

の国民年金手帳記号番号が払い出されたことが確認できる上、10 年２月

から法定免除となっていることから、そのころに初めて国民年金の手続が

されたものと推認できる。 

さらに、申立期間は 168 か月と長期間であり、これだけ長期間にわたり

行政側の瑕疵
か し

があったとも考えられず、申立人が現在保管している年金手

帳に記載されている国民年金手帳記号番号とは別の手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう



 

  

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3581（事案 2143 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38 年 10 月から 47 年３月までの期間及び 50 年４月から

51 年 12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 38 年 10 月から 47 年３月まで 

              ② 昭和 50 年４月から 51 年 12 月まで 

申立期間当時は、両親とともに自営でＡ社を営んでいたが、国民年金

については当時在住していたＢ区役所のＣ出張所で加入手続を行い、保

険料はＤ町の郵便局で納付していた。なお、申立期間②が海外渡航中で

あることが保険料の納付が認められない理由であったが、再申立てに当

たり、パスポートを提出するので確認をしてもらいたい。申立期間が未

納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立期間①については、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された

昭和 47 年 11 月ころの時点では、申立期間①の一部は時効により納付でき

ない期間であり、別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかが

わせる事情も見当たらず、また、申立期間②については、海外に渡航して

いたため保険料を納付することができなかった期間であった可能性があり、

帰国後にさかのぼって保険料を納付した記憶も無いことから、当時の具体

的な納付状況等が不明であるなどとして、申立期間①及び②について、既

に当委員会の決定に基づく平成 21 年７月 27 日付け年金記録の訂正は必要

でないとする通知が行われている。 

申立人は、申立期間②の保険料納付を示す資料として新たにパスポート

を提出し、Ｅ地在住期間は申立期間②後の昭和 54 年５月から 55 年 11 月

までであり、海外滞在が保険料未納の理由であるとの判断は間違いだと主

張しているところ、当該パスポートの記載により申立期間②は申立人のＥ



 

  

地在住期間でなかったことが確認できる一方、再度、申立人から申立期間

①及び②の納付状況等について聴取したが、申立人は、申立期間①及び②

の保険料額及び納付方法などの記憶が曖昧
あいまい

である上、申立期間①及び②の

納付状況について親族等からも証言を得ることができず、申立期間①及び

②の納付状況等が不明であることから、委員会の当初の決定を変更すべき

新たな事情とは認められない。 

そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人は、申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していた

ものと認めることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 3588 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40 年６月から 45 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住        所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40 年６月から 45 年３月まで  

私が実家で家事手伝いをしていたころ、母親が私の老後のために国民

年金の加入手続を行った。保険料も、私の母が納付した。申立期間の国

民年金保険料が未納になっていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その母親が国民年金の加入手続を行い、保険料もその母親が

納付したと申し立てているが、申立人は、申立期間の国民年金の加入手続

及び保険料の納付に関与しておらず、国民年金の加入手続及び保険料の納

付をしてくれたとするその母も既に他界しており、国民年金の加入状況、

保険料の納付状況等が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、その前後の被保険者の資格取

得時期から、昭和 45 年７月ころに払い出されたことが推認でき、その時

点からすると、申立期間のうち 40 年６月から 43 年３月までの期間は時効

により納付できない期間であり、43 年４月から 45 年３月までは、さかの

ぼって納付する期間であるが、さかのぼって納付したとする供述は無い上、

申立人に別の記号番号が払い出された形跡もうかがわれない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3589 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 63 年１月から平成元年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住        所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 63 年１月から平成元年３月まで  

私は、20 歳になった昭和 62 年＊月ころ、Ａ市役所Ｂ支所で国民年金

の加入手続をした。加入時は学生だったので、保険料は 62 年＊月から

の１年間は免除申請し免除になった。63 年１月からは父の収入が多か

ったので、保険料の免除が認められず父にお金を借りて保険料を納付し

た。申立期間の保険料が未納になっていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20 歳になった昭和 62 年＊月ころにＡ市役所Ｂ支所で国民年

金の加入手続をした上、同年＊月から同年 12 月までの期間については免

除申請し、その直後の申立期間はその父にお金を借りて保険料を納付した

と申し立てているが、同年１月から同年 12 月までは申立人は学生で国民

年金は任意加入であり、制度上免除申請はできないものとなっており、当

時の取扱いに符合しない。 

また、申立人が所持する年金手帳の「初めて被保険者となった日」には

「平成元年７月 21 日」と記載されていることから、その時点からすると、

申立期間は学生で任意加入であった期間における未加入期間であり、制度

上保険料をさかのぼって納付することはできない期間である上、申立人に

別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡もうかがわれない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3590 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年 10 月から 61 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 60 年 10 月から 61 年３月まで 

私は、昭和 60 年 10 月当時は国民年金に任意加入していたが、翌年か

ら始まる第３号被保険者制度について説明を受けるため年金手帳を持参

しＡ町役場に行くと、同町職員により任意加入の資格喪失の処理を勝手

にされてしまった。 

昭和 60 年度の国民年金保険料は前納していたはずだが、同役場で資

格喪失の処理をされた時に、職員は保険料の納付状況を確認することも

なく、持参した年金手帳に任意資格喪失日の記入をしたことを記憶して

いる。 

また、私は昭和 60 年度の国民年金保険料の領収書を保管しているが、

この領収書は資格喪失処理後に出納印、喪失日が記載されたものが、送

付されてきたものであり、私自身がこの納付書により保険料を納付した

ものではない。 

申立期間が未加入期間となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、翌年から始まる第３号被保険者制度について説明を受けるた

め昭和 60 年 10 月に年金手帳を持参しＡ町役場に行くと、昭和 60 年度の

国民年金保険料を前納しているにもかかわらず、同町職員が勝手に任意加

入の資格喪失の処理をし、持参した年金手帳に任意資格喪失日の記入をし

てしまったとしているが、同町職員が申立人の同意を得ることもなく任意

加入の被保険者資格の喪失手続を行うとは考えにくい。 

また、申立人の所持する年金手帳、Ａ町国民年金被保険者名簿及びオン

ライン記録のいずれもが昭和 60 年 10 月８日任意資格喪失と記載・記録さ



 

  

れていることから、申立期間は未加入期間で保険料を納付できない期間で

あるとともに、Ａ町国民年金被保険者名簿及びオンライン記録には、同年

度の保険料を前納した形跡は見当たらない。 

さらに、申立人は、昭和 60 年６月 25 日の欄に「出納 60．８．26 Ｂ

地・Ｃ支店 派出」の印が、60 年９月 25 日の欄に「出納 60．10．７ 

Ｂ地・Ｃ支店 派出」の印が押されるとともに、60 年 12 月 25 日の欄に

「60．10．－８ 喪失」の記載のある 60 年８月 15 日付けの昭和 60 年度

国民年金保険料納入通知書兼領収書を所持しており、これについて申立人

は、60 年 10 月にＡ町役場で資格喪失処理をされてしまった後に、出納印

及び資格喪失日が記入されたものが送付されてきたとしているが、同通知

書の発行日は「昭和 60 年８月 15 日」と記入され、同通知書を同封してい

た封筒の消印は「８.15」となっており、記載内容を含めた同通知書兼領

収書に不自然な点は見られない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3591 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57 年 10 月から 60 年９月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57 年 10 月から 60 年９月まで 

    私が 23 歳になった昭和 60 年＊月に、家に来たＡ町役場（現在は、Ｂ

市役所）の二人の職員から強い口調で国民年金の加入勧奨を受けたので、

加入手続を行った。申立期間の国民年金保険料については、両親が、加

入勧奨の数日後に送付された納付に関する書類によりさかのぼって納付

してくれたので、未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 60 年＊月に国民年金の加入手続を行ったと主張してい

るが、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された時期は、当該記号番

号前後の被保険者の資格取得時期から 62 年３月ころであると推認され、

その時点では、申立期間のうち 57 年 10 月から 59 年 12 月までの期間は時

効により保険料を納付できない期間である。 

また、上述の国民年金手帳記号番号の払出時点では、申立期間のうち昭

和 60 年１月から同年９月までの期間はさかのぼって納付する期間となる

が、申立人が所持している国民年金保険料現金領収証書により、62 年 11

月 19 日に申立期間直後の 60 年＊月から 62 年３月までの保険料（18 か月

分、12 万 5,640 円）を過年度納付していることが確認できることから、

申立人及びその両親は、当該過年度納付を申立期間に係る納付と誤認して

いる可能性も否定できない。 

   さらに、申立人の両親が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3592 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成４年４月から５年３月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 46 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年４月から５年３月まで 

    国民年金の加入について、特に手続をした記憶は無いが、20 歳にな

った平成３年＊月以後にＡ市役所から国民年金関係の書類が送付されて

きたので、20 歳の時点で自動的に加入したことになったようだ。その

後、４年４月から５年３月までの間のどこかで、新聞かテレビで免除申

請というものがあることを知り、同市役所で申立期間の免除申請をした

ので、未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった平成３年＊月ころに自動的に国民年金に加入

したことになったと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号が払

い出された時期は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から５年

４月ころであると推認される上、オンライン記録では、申立人の初回の免

除申請日は同年５月 14 日、免除期間の始期はその前月の同年４月となっ

ているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがわれない。 

   また、上述の国民年金手帳記号番号の払出時点では、申立期間は保険料

納付が可能な期間となるが、申立人が、平成５年６月に、申立期間直前の

３年＊月から４年３月までの保険料をさかのぼって納付したことは確認で

きるものの、申立人は、申立期間については免除申請を行ったものであり、

保険料を納付した記憶は無いと供述している。 

   さらに、申立人が申立期間について免除の承認を受けたこと及び免除申

請書を提出したことを確認できる資料は無く、ほかに免除の承認を受けた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認

めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3594 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年 10 月から５年８月までの国民年金付加保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ： 

    

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年 10 月から５年８月まで 

私は、平成元年に会社を退職した後、国民年金の受給額が高くなるよ

うにと考えて、妻と一緒に付加保険に加入し保険料を納付した。申立期

間の国民年金付加保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成元年に会社を退職後、国民年金の受給額が高くなるよう

にと考えて付加保険の加入手続を行い保険料を納付したとしているが、申

立人は付加保険の加入手続及び保険料納付についての記憶が曖昧
あいまい

であり、

付加保険の加入状況、付加保険料の納付状況等が不明である。 

また、オンライン記録によると、申立人が国民年金に加入すると同時に

付加保険に加入したとしている申立期間に第３号被保険者から第１号被保

険者に種別変更した申立人の妻も付加保険に加入していない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金付加保険料を納付したことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに納付したことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金付加保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3595 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年５月から 61 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46 年５月から 61 年６月まで  

申立期間の国民年金については、夫に加入を勧められ、Ａ区役所で加

入手続をした。国民年金保険料については、20 歳(昭和 46 年＊月)まで

さかのぼって月額３万円から４万円を数回に分けて納付した記憶がある

ことから、申立期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その夫に国民年金への加入を勧められ、Ａ区役所で加入手続

をし、20 歳までさかのぼって保険料を納付したとしているが、申立人に

よれば、申立人がその夫と出会ったのは昭和 61 年ころであることから、

申立人が国民年金の加入手続を行ったのは 61 年以降と考えられ、この時

期は特例納付期間に該当しないことから、制度上、20 歳までさかのぼっ

て納付することはできない。 

また、申立人は、20 歳までさかのぼって、月額３万円から４万円を数

回に分けて納付したとしているが、オンライン記録によると、申立人が、

昭和 61 年度及び 62 年度の国民年金保険料について、３か月分から６か月

分の保険料を数回に分けて 63 年度以降に過年度納付していることが確認

できることから、この納付の記憶と混同している可能性も否定できない。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出されたのは、国民年金

手帳記号番号払出簿によると昭和 63 年６月 16 日であることから、その時

点では申立期間の大部分は時効により納付できない期間であり、別の国民

年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう



 

  

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3596 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40 年１月から 42 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40 年１月から 42 年１月まで  

申立期間の国民年金については、母が加入手続や保険料の納付をして

くれたはずである。母は、しっかりした性格なので私の保険料の納付を

忘れるはずはなく、申立期間の保険料が未納となっていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金については、その母が加入手続や保険料

の納付をしてくれたはずであるとしているが、その母は既に他界しており、

申立人は国民年金の加入手続や保険料の納付に関与していないため、国民

年金の加入状況、納付状況等が不明である。 

また、申立人の所持する国民年金手帳には、申立期間直後の昭和 42 年

２月１日に被保険者資格を取得したとする記載があり、Ａ市の国民年金被

保険者名簿及びオンライン記録上も、42 年２月１日に国民年金の被保険

者資格を取得したとする記載があることから、申立期間は未加入であった

と考えられ、制度上、保険料を納付できない期間であり、別の国民年金手

帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3597 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 13 年６月から同年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 53 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 13 年６月から同年８月まで 

国民年金については、母が、加入手続を行って保険料の納付をはじめ、

免除申請や学生納付特例申請を行ってくれた。申立期間の国民年金保険

料も母が納付してくれたはずであり、未納となっていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その母が申立人の国民年金についての加入手続、保険料の免

除申請、学生納付特例申請及び保険料の納付を行ってくれたとしているが、

その母は、保険料の納付金額や納付時期等に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、申

立人は、保険料納付に関与しておらず、保険料の納付状況等が不明である。 

また、国民年金の事務処理については、昭和 59 年２月以降は記録管理

業務がオンライン化され、電算による納付書作成、領収済通知書の光学式

文字読取機（ＯＣＲ）による入力等、事務処理の機械化が図られた上、平

成９年１月に基礎年金番号が導入されており、申立期間において記録漏れ

や記録誤り等の生じる可能性は極めて低くなっていると考えられる。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3598 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年９月から 59 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57 年９月から 59 年１月まで 

    私は、昭和 57 年９月 26 日に会社を退社し、59 年２月 18 日に有限会

社Ａに入社するまでの間、Ｂ地のＣ店という個人経営の店で働いてい

た。その時、その会社から「うちは社会保険は無い」という説明をう

けたので、自分で国民健康保険と国民年金に加入し保険料を納付して

いた。申立期間が未加入となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 57 年９月ころ、Ｄ区役所へ行って国民年金の加入手続

をし、その後保険料を納付していたとしているが、申立人の国民年金手帳

記号番号は、その記号番号の前後の被保険者の資格取得時期から、61 年

４月ころに払い出されたものであると推認できる上、申立人が所持してい

る年金手帳には、国民年金の「初めて被保険者となった日」欄に、有限会

社Ａでの厚生年金保険資格喪失年月日と同じ日付の「昭和 61.４.21」と

記載されており、別の手帳記号番号が払い出された形跡もうかがわれない。 

また、国民年金手帳記号番号の払出時点からすると、申立期間のうち昭

和 57 年９月から 58 年 12 月までの期間は時効により納付できない期間で

あり、59 年１月はさかのぼって納付できる期間となるが、申立人はさか

のぼって納付した記憶は無いとしている。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3601 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年５月から 52 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年５月から 52 年３月まで 

    ねんきん特別便の照会回答票では申立期間の国民年金保険料が未納と

された。 

申立期間の保険料は、母が国民年金の加入手続をしてくれ保険料も納

付してくれたはずである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金加入手続及び保険料納付を行ったとする申立人の母は

既に他界しており、加入手続及び保険料の納付状況については不明である

上、申立人の妻は、昭和52年３月に結婚した後申立人が国民年金に未加入

であったのでＡ市役所で申立人の加入手続をしたとしている。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は国民年金手帳記号番号払出簿か

ら昭和52年５月ころＡ市で払い出されたことが確認でき、払出時点からす

ると申立期間の大半は時効により保険料を納付できず、別の国民年金手帳

記号番号が払い出された形跡もうかがわれない。 

さらに、申立人の母が、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3602 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年 11 月から 63 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

住    所 ： 

  

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 60 年 11 月から 63 年３月まで 

    ねんきん特別便が来たので国民年金の加入について母に問い合わせた

ところ、学生の時に国民年金に加入したとのことであった。私自身は

学生だったので国民年金の加入手続及び保険料の納付について直接関

与していないが、申立期間が未加入になっていることに納得がいかな

い。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金の加入手続及び保険料納付をしたとする申立人の母は、

加入手続等について具体的な記憶が無いとしており、加入手続及び保険料

の納付の状況は不明である。 

また、申立人に国民年金手帳記号番号が払い出された形跡はうかがわれ

ず、申立期間は未加入期間であり保険料を納付できない。 

さらに、申立人の母が、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料が

納付されたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 3603 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年５月から 59 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

住    所 ： 

    

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 51 年５月から 59 年３月まで 

              私は、母が自らの国民年金保険料を納付するときに、私と姉の保険料

を一緒に納付してくれたと思うので、申立期間が未納となっていること

に納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の母が国民年金の加入手続をし、申立期間の保険料を

納付してくれたと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和

59 年８月ころ払い出されている上、申立人が申立期間当時国民年金に加

入している可能性について、国民年金手帳記号番号払出検索システム及び

氏名検索などにより調査を行ったが、申立人が加入手続を行った形跡はう

かがわれず、申立人がＡ町（現在は、Ｂ市）から移動していないため、ほ

かに国民年金手帳記号番号が払い出された事情が見当たらないことから、

59 年８月ころ加入手続をしたと推認でき、当該時点で申立期間のうち、

51 年５月から 57 年６月までの保険料は時効により納付できず、申立人は

過年度納付により保険料をまとめて納付した記憶は無いとしている。 

   また、申立人は、申立人の母が、申立人及び申立人の姉の国民年金保険

料を一緒に納付したと主張しているが、その母は他界しており、申立人も

保険料の納付等に直接関与していないため、保険料の納付状況は不明であ

る上、一緒に納付したとするその姉の保険料も申立期間は未納となってい

る。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 3605 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年 12 月から 51 年２月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42 年 12 月から 51 年２月まで 

昭和 42 年 12 月に会社を辞め、国民年金の加入手続を行っておらず年

金手帳ももらったことはないが、送られてきた納付書によりＡ郵便局や

Ｂ銀行Ｃ支店で保険料を納付した。保険料納付はそのときの家計事情に

より１か月分だけを納付したり、３か月分をまとめたりしており、決ま

った間隔で納付していなかった。 

 昭和 51 年３月の加入手続は覚えているが、その時もらった年金手帳

に転居する前の住所が書かれているのでそれまでも保険料を納めていた

ことになると思う。申立期間が未加入となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付書により郵便局や銀行で納

付したとしているが、Ｄ市では保険料の納付方法が納付書になったのは昭

和 49 年４月からであり、それまでは印紙検認方式による納付であったと

しており、申立人の主張と符合しない。 

また、申立人は、国民年金任意被保険者資格を昭和 51 年３月８日に取

得していることが申立人が所持する年金手帳により確認でき、申立期間は

未加入期間であり国民年金保険料を納付できず、別の国民年金手帳記号番

号が払い出された形跡も見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3606 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46 年９月から 47 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46 年９月から 47 年 12 月まで 

結婚して間もないころ、妻の父が私の国民年金の加入手続をしてくれ

て、保険料を払っていたように思う。未納となっていることに納得がい

かない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その義父が国民年金の加入手続をし、国民年金保険料を納付

してくれていたとしているが、加入手続及び保険料納付をしてくれたとす

るその義父は既に他界しており、加入手続及び納付状況は不明である上、

申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告

書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、その前後の国民年金手帳記号

番号払出状況から平成４年７月ころに払い出されていると推認でき、国民

年金被保険者資格を４年７月１日に取得していることから、申立期間は国

民年金未加入期間であり、制度上国民年金保険料を納付することができず、

別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡もうかがわれない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 3607 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年１月から 50 年 11 月までの期間及び平成７年３月の

国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

また、７年４月については、国民年金第３号被保険者として記録訂正を

することはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 47 年１月から 50 年 11 月まで 

             ② 平成７年３月及び同年４月 

    申立期間①について、私は 20 歳になったころ、父親又は自分で国民

年金の加入手続をして保険料を払っていたように思う。申立期間②につ

いて、夫が厚生年金保険の適用会社に入社するのを契機に、平成７年３

月分までの未納分を納付していたはずである。 

また、平成７年４月分は夫が厚生年金保険の被保険者期間となってい

るので自分も同じ月から第３号被保険者になるはずである。 

申立期間が未納となっていること及び第３号被保険者となっていない

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、その父又は自分で国民年金の加入手

続をして保険料を納付していたように思うとしているが、その父は既に

他界し、申立人も保険料を納付したかどうか定かではないとしているな

ど納付に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、加入手続や保険料の納付状況が不明

である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 50 年 12 月 17 日に払

い出され、同日に任意加入被保険者資格を取得していることから、申立

期間①は未加入期間であり、制度上国民年金保険料を納付することがで

きず、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡もうかがわれない。 

さらに、申立期間①の国民年金保険料を納付していたことを示す関連



 

  

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間①の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

２ 申立期間②のうち、平成７年３月について、申立人が所持しているＡ

市発行の「平成６年度国民年金保険料（印紙料金）（納付済通知書）」

には保険料を納付したことを示す領収印が押されていないこと、申立人

の夫が翌月から厚生年金保険が適用される会社に就職するので、それま

での分の国民年金保険料を納付する旨窓口で申し出たとしているところ、

６年８月から７年２月までの期間の保険料が７年２月 25 日に納付され

ていることが申立人の所持する納付済通知書から確認できること、及び

申立人が「３月分は国民年金から厚生年金になると思い、それまでの分

を払った。」と申述していることから、窓口に申し出た時点では申立人

は、７年２月分までの保険料のみを納付したと考えるのが自然である。 

また、申立人は、平成７年３月分について、同年２月までの国民年金

保険料と一緒に納付していないのであれば、後から払ったかもしれない

と申述しているが、同年３月分の別の納付書が交付されたかどうかや納

付した時期についての記憶は曖昧
あいまい

であり、ほかに同年３月の保険料を納

付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

 

３ 申立期間②のうち、平成７年４月について、同年５月からの第３号被

保険者期間は 17 年４月１日に特例により追加されていることがオンラ

イン記録により確認でき、申立人も７年４月ころ第３号被保険者への資

格種別の変更をした記憶は無いとしている上、申立人の夫の健康保険の

被扶養者記録から申立人の被扶養者としての認定日が７年５月 15 日と

なっていることが確認でき、第３号被保険者の開始時期が同年５月 15

日となっていることに不自然な点はみられない。 

 

４ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間①及び申立期間②のうち平成７年３月の

国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  また、申立期間②のうち、平成７年４月について、国民年金第３号被

保険者であったものと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4097 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 27 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間  ： 平成２年３月 21 日から３年 11 月 21 日まで 

    平成２年１月８日に営業職として、株式会社Ａ（現在は、株式会社

Ｂ）に入社し、３年 11 月 20 日まで勤務したが、社会保険事務所（当

時）に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申立期間の記録が無

いとの回答があった。 

    勤務期間は、給与から保険料を控除されていたので、申立期間の被保

険者記録を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

  雇用保険の記録から、申立人が申立期間に株式会社Ａに勤務していたこ

とは認められる。 

  しかしながら、申立人は営業職であるが、二人の同僚から厚生年金保険

に未加入の営業職がいたこと及び給与は歩合制であったことの供述があっ

た。 

また、事業主は、「会社は倒産し資料は無く、当時の総務担当者も既に

他界し、当時の状況は不明」としていることから、申立人の申立期間の勤

務の実態及び保険料控除について確認することができない。 

  さらに、申立人の記憶している同僚一人及びオンライン記録により連絡

の可能な同僚９人、計 10 人に照会したところ、回答のあった６人のうち

４人は申立人の記憶はあるものの、申立期間に勤務していたこと及び保険

料控除については不明としている。 

加えて、オンライン記録により申立人の資格喪失届提出時に健康保険被



  

保険者証を回収していることが確認でき、その後申立期間内に申立人に係

る健康保険番号の払出しは無く、欠番も無い。 

  このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせ

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4099 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨  

申 立 期 間 ： ① 昭和 33 年９月から 34 年８月まで 

 ② 昭和 34 年ころから 35 年ころまで 

③ 昭和 34 年９月から 40 年 12 月まで 

申立期間①はＡ株式会社に、申立期間③は時期及び期間は不明である

が、Ｂ株式会社、Ｃ株式会社（現在は、株式会社Ｄ）及びＥ株式会社に

Ｆ船の船員として、また、Ｇ株式会社にＨ船の船員として、勤務してい

たが、年金の記録が無い。当時は、働かずに何月も過ごした期間は無い。

また、申立期間②はＩ株式会社にＦ船の船員として勤務していたが、年

金の記録が昭和 35 年６月１日から同年６月 28 日までしか無い。当該事

業所には、１年近く勤めていた。すべての申立期間において船員保険の

被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、Ａ株式会社は商業登記簿謄本上、破産手続を

終結して既に無く、当時の事業主からも申立内容について確認できない

上、Ａ株式会社に係る船員保険被保険者名簿の申立期間①において、申

立人の氏名は無く、被保険者証記号番号に欠番は無い。 

    なお、Ａ株式会社は昭和 36 年１月１日から厚生年金保険適用事業所

となっており、申立期間①において適用事業所としての記録は確認でき

ない。 

    また、申立人が申立期間①に係る船員保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

 

  ２ 申立期間②については、Ｉ株式会社は既に解散し、当時の事業主、登



  

記簿謄本記載の船舶所有者及び清算人からも申立内容について確認でき

ない上、申立期間当時、同社の年金事務を行っていたＪ組合に申立人の

記録について照会したところ、「昭和 35 年６月１日から同年６月 28 日

までです。」と回答があり、同社における申立人の記録は船員保険被保

険者名簿記載の記録と一致する。   

なお、Ｉ株式会社は昭和 45 年１月１日から厚生年金保険適用事業所

となっており、申立期間②において適用事業所としての記録は確認でき

ない。 

また、Ｉ株式会社に係る船員保険被保険者名簿の申立期間②（昭和

35 年６月１日から同年６月 28 日までの期間を除く）において、申立人

の氏名は無く、被保険者証記号番号に欠番も無い。 

さらに、申立人が申立期間②に係る船員保険料を事業主により給与か 

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

 

３ 申立期間③については、Ｂ株式会社の当時の事業主の家族によると、

「会社はもう無く、申立期間当時の船員保険関係資料は保管しておらず、

申立人の船員保険料控除等については不明である。」としている。 

また、株式会社Ｄ及びＥ株式会社は、申立期間当時の船員保険関係資

料は保管しておらず、申立人の勤務状況等については不明としている。 

さらに、Ｇ株式会社は既に解散し、当時の事業主の家族によると、当

時の事業主は他界し、申立期間当時の船員保険関係資料は保管しておら

ず、申立人の勤務状況等については不明としている。 

なお、Ｅ株式会社は昭和 47 年９月１日から、Ｇ株式会社は 48 年７月

２日から厚生年金保険適用事業所となっており、申立期間③において適

用事業所としての記録は確認できない。 

加えて、申立期間③における各事業所に係る船員保険被保険者名簿に

おいて申立人の氏名は無いほか、申立人が申立期間③に係る船員保険料

を各事業主により給与から控除されていたことを確認できる給与明細書

等の資料も無い。 

なお、Ｂ株式会社及びＣ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿にも、申立期間③に申立人の氏名は無い。 

 

  ４ Ｋ運輸局では、申立期間当時の船員手帳の雇入れ等に関する届出の記

録は保存されてない上、申立人は、同僚に迷惑を掛けたくないとし、申

立人の勤務状況等に関して確認できなかった。 

    このほか、申立人のすべての申立期間における船員保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 



  

  ５ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として、すべての申立期間に係る船員保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4101 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間  ： 平成 11 年８月 31 日から同年９月１日まで 

私は、Ａ株式会社に 32 年近く勤め、その後、関連会社の株式会社Ｂ

に６か月間勤務し、退職をした。Ｃ地のハローワークで失業手当（基本

手当）の手続を行った際に、職員から「勤務期間が６か月に１日足らな

いため記録がつながらない。」と言われ、会社に申し入れ、平成 11 年

８月 31 日退職に変更してもらった。 

しかし、雇用保険の記録は訂正されたが、先日届いた「ねんきん定期

便」には厚生年金保険の記録は５か月のままである。私は、平成 11 年

８月 31 日まで株式会社Ｂに勤務していたことは間違いないので、早急

に記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録から、申立人が株式会社Ｂに平成 11 年３月１日から同

年８月 31 日まで継続して勤務していたことは認められる。 

   しかしながら、株式会社Ｂが提出した申立人の「給与統計表」により、

厚生年金保険料の控除は翌月控除であるところ、退職月の平成 11 年８月

分の給与からの控除額は、同年７月分の保険料１か月分のみであることが

確認できる。 

   また、株式会社Ｂが提出した平成 11 年８月分給与データによると、同

月には申立人を加えて二人が退職をしているが、退職日は、両者とも、同

月 30 日となっている。 

   さらに、当該事業所の元管理部長は、同僚照会において「社会保険料を

節約するため、退職日を月末日の１日前にしたケースもあった。また、本



  

件申立ての場合は、雇用保険のみ延長した可能性がある。」と供述してい

る。 

   加えて、申立人は、平成 11 年８月の国民年金保険料を納付した記録が

残されている。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4103 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40 年４月ころから 42 年４月１日まで 

    有限会社Ａ（現在は、株式会社Ｂ）には昭和 40 年４月ころから 42 年

５月まで勤務していたのに、厚生年金保険の加入記録は同年４月１日か

ら同年５月 10 日までとなっている。申立期間においても厚生年金保険

に加入していたはずなので、調査の上、申立期間において被保険者であ

ったことを認めてほしい。 

      

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の供述により、期間の特定はできないものの、申立人は、申立期間

において有限会社Ａに勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、申立期間において有限会社Ａに係る厚生年金保険被保険

者であった者数名に対し、入社時期等について照会したところ、複数の同

僚が被保険者資格取得日よりも数か月から数年前を入社時期として記憶し

ており、資格取得日までの間に保険料控除がなかった旨の供述をしている

ことから、当該事業所においては、入社後一定期間が経過した後に厚生年

金保険に加入させていたことが推察できる。 

また、有限会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立

人の資格取得日は昭和 42 年４月１日、資格喪失日は同年５月 10 日と記載

されており、健康保険番号に欠番も無い。 

さらに、株式会社Ｂに照会したところ、申立期間当時の資料については

既に廃棄したため、確認ができないと回答している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確



  

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4104 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 18 年４月ころから 20 年８月ころまで 

    申立期間は株式会社ＡのＢ工場に勤務していたが厚生年金保険の加入

記録が無い。同工場に勤務していたときの写真を提出するので、調査の

上、申立期間において厚生年金保険被保険者であったことを認めてほし

い。 

      

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した複数枚の写真により、期間の特定はできないものの、

申立人は、申立期間において株式会社ＡのＢ工場に勤務していたことが推

認できる。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 18 年４月ころから 19 年５月 31

日までの期間については、労働者年金保険法により、女性は対象外とされ

ており、かつ、同年６月１日から同年９月 30 日までの期間についても、

厚生年金保険法が施行されるまでの準備期間のため、被保険者期間として

算入されない期間であった。 

また、申立期間のうち、昭和 19 年 10 月１日から 20 年８月ころまでの

期間については、女性労働者も厚生年金保険の対象となったが、申立人が

記憶している同僚について調査したものの、株式会社ＡのＢ工場に係る健

康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立期間において氏名は見当たらず、

かつ、生年月日等が不明であることから制度共通氏名索引照会による当該

同僚の被保険者記録は確認できなかった。 

さらに、当該期間における株式会社ＡのＢ工場に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿に申立人の氏名の記載が無いほか、当該名簿において確

認できる被保険者数名に対し照会したが、申立人を記憶している者はおら

ず、申立人の厚生年金保険への加入をうかがわせる供述等も得られなかっ

た。 



  

加えて、株式会社Ａ及びＣ組合に申立人の被保険者期間について照会し

たが、いずれも当時の関係資料の保存が無く、申立内容を確認できる資料

等は得られなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4105 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 23 年４月 14 日から 24 年９月１日まで 

② 昭和 26 年７月１日から 27 年４月 20 日まで 

③ 昭和 27 年４月 24 日から同年８月１日まで 

昭和 23 年４月に有限会社Ａ（現在は、株式会社Ｂ）にＣ担当として

住み込みで入社したが、最初の１年半の厚生年金保険の被保険者記録が

無い。また、26 年７月から９か月間知り合いの紹介でＤ（現在は、Ｅ

株式会社）のＦ局で働いたが、この間の被保険者記録が無い。その後、

27 年４月からは株式会社Ｇに入社したが、最初の４か月の被保険者記

録が無い。調べて厚生年金保険の被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、同僚の供述から、期間の特定はできないものの、

申立人が有限会社Ａに勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、同僚から申立人が当該事業所に勤務していたとの供述

は得られたものの、詳細は不明としており、申立期間①における勤務実

態について明確な供述は得られなかった。 

また、有限会社Ａは、60 年以上前のことで賃金台帳等の関係資料は

残っておらず当時のことを知る人も無く、詳細は不明と供述している上、

同僚からも、申立人の勤務期間及び社会保険料の控除について具体的な

供述を得ることはできなかった。 

さらに、有限会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の健康

保険番号に欠番は無く、その記録に不自然さも無い。 

 

２ 申立期間②について、オンライン記録において、Ｈ局の名称に該当す



  

る適用事業所を検索したが、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所で

あった記録は見当たらず、当時のＨ局のＩ組合の記録を管理しているＪ

基金にも、申立人の加入記録、脱退一時金等の記録は無い上、申立人は

当時の同僚の姓名を正確に記憶しておらず、同僚に照会することもでき

なかった。 

 

３ 申立期間③について、複数の同僚の供述から、期間の特定はできない

ものの、申立人が株式会社Ｇに勤務していたことが推認できる。 

  しかしながら、複数の同僚が、株式会社Ｇには試用期間があったと供

述している上、厚生年金保険被保険者番号払出簿によると、昭和 27 年

８月１日付けで申立人に番号が払い出され、同社が提出した厚生年金台

帳でも、同日付けで同一番号により資格を取得した記録が確認できる。 

  また、株式会社Ｇに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の健康保

険番号に欠番は無く、その記録に不自然さも無い。 

 

４ このほか、申立人のすべての申立期間における厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

５ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者としてすべての申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4107 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 25 年７月 30 日から同年 10 月 24 日まで 

             ② 昭和 26 年７月１日から 27 年２月 12 日まで 

昭和 22 年から 27 年まで、駐留軍関係の施設・Ａ施設で継続して働い

ていたが、Ｂ地とＣ地のＡ施設（Ｄ宅）で働いていた時の厚生年金保険

の記録が無い。調べて厚生年金保険の被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について、オンライン記録で氏名検索及び類似の名称の事業所

を含め事業所検索をしたが、いずれの記録も確認できなかった。 

また、駐留軍等労働者の厚生年金保険記録の保管管理を行っているＥ事

務所は、申立人の申立期間における記録は確認できないと回答している上、

Ｆ組合からも、同様に申立人の加入記録は確認できなかったとの回答があ

った。 

さらに、申立人は、申立期間においてＡ施設に家事使用人として働いて

いたため、同僚はいなかったとしていることから、同僚照会もできなかっ

た。 

   加えて、「連合国軍要員のうち非軍事的業務に使用されるに至った者の

被保険者資格について」（昭和 26 年７月３日付け保発第 51 号厚生省保険

局長通知）により、26 年７月１日以降、ハウス、ホテル等のいわゆる家

事使用人等は強制被保険者にならないとされたが、申立人の厚生年金保険

の記録をみると、申立期間②に係る同日に資格を喪失していることから、

当該通知に基づき厚生年金保険被保険者資格を喪失したものと推認される。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4113 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 34 年 11 月１日から 35 年８月１日まで 

私は昭和 34 年 11 月からＡ社に勤務したが、厚生年金保険被保険者記

録では、35 年８月が被保険者資格取得日となっている。厚生年金保険

には入社時から加入していると思うので、調査の上、記録を回復させて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、Ａ社への入社経緯、業務内容を記憶しており、同僚３人も申

立期間に係る申立人の勤務状況を記憶していることから、申立期間当時、

申立人が同事業所に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、申立期間前後に厚生年金保険被保険者資格を取得した連

絡可能な同僚７人の厚生年金保険資格取得日は各人が記憶する勤務開始日

より数か月以上遅れていることが認められる上、複数の同僚が「採用され

てもすぐには厚生年金保険には入れなかった」、「勤務開始後、社会保険

に入っていない期間が数か月から半年以上あった」と供述していることか

ら、Ａ社では従業員採用と同時に厚生年金保険に加入させていなかったこ

とがうかがえる。 

また、Ａ社の事業主は既に死亡している上、オンライン記録によれば同

事業所は昭和 47 年４月４日に厚生年金保険の適用事業所でなくなってお

り、当該事業所を継承したとされる事業主の次女は、申立人が同事業所に

勤務していた記憶はあるものの、当時の厚生年金保険の取扱いについて申

立期間に係る厚生年金保険料の控除及び納付状況については不明であり、

関連資料も無いと供述している。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を確認したとこ



  

ろ、申立期間に係る申立人の氏名は無く、申立期間における健康保険整理

番号にも欠番は見られない。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無

い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4114 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 26 年 11 月３日から 27 年３月１日まで 

私は昭和 26 年 11 月ころからＡ株式会社（現在は、Ｂ株式会社）で勤

務していたが、厚生年金保険被保険者記録では、被保険者資格が 27 年

３月に取得したことになっている。厚生年金保険には入社時から加入し

ていると思うので、調査の上、記録を回復させてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

 雇用保険の記録から、申立人は、昭和 26 年 12 月３日以降、Ａ株式会社

において継続的に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、申立期間前後に厚生年金保険被保険者資格を取得した連

絡可能な同僚９人の厚生年金保険資格取得日は各人が記憶する勤務開始日

より数か月以上遅れていることが認められる上、職種の異なる複数の同僚

から、「正社員として採用後に３か月程度の試用期間があり、その間は健

康保険証が無かった。」、「入社後、数か月は厚生年金保険の保険料は控

除されていなかった。」との供述が得られたことから、同社では正社員採

用と同時に厚生年金保険に加入させていなかったことがうかがえる。 

また、厚生年金保険の取扱いについてＢ株式会社人事部に確認したとこ

ろ、「申立期間に係る申立人の厚生年金保険料の控除及び納付状況につい

ては不明である。」と回答している。 

さらに、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を確認し

たところ、申立期間に係る申立人の氏名は無く、申立期間における健康保

険整理番号にも欠番は見られない。 

なお、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無い。 



  

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4115 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ： 

              

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年 10 月 10 日から 37 年２月 28 日ま

で 

             ② 昭和 37 年６月８日から 39 年２月 11 日まで 

             ③ 昭和 39 年３月１日から同年６月１日まで 

             ④ 昭和 39 年６月１日から 40 年１月１日まで 

             ⑤ 昭和 41 年１月 17 日から 42 年６月 15 日まで 

私は、昭和 36 年 10 月 10 日から 42 年６月 15 日までの間に４社に勤

務したが、最後に勤務したＡ株式会社を 42 年６月 15 日に退職した際に、

以前に勤務した３社分と合わせた 51 か月分の脱退手当金を受給したこ

とになっていた。受給した記憶が全く無いので納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していたＡ株式会社に係る健康保険厚生年金保険事業所別

被保険者名簿における申立人の欄には脱退手当金を支給したことを示す

「脱」の表示と処理番号が記載されていることが確認できる上、申立期間

の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立人の厚生年金保険被

保険者資格喪失日から約３か月後の昭和 42 年９月 26 日に支給決定されて

いるなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人に聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4118 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住        所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37 年９月１日から 38 年 11 月まで 

    昭和 37 年９月１日から 38 年 11 月まで、Ａ区のＢ有限会社（現在は、

株式会社Ｃ）に勤務したが、その間の厚生年金保険の記録が無い。申立

期間は厚生年金保険料を事業主により控除されていたので、厚生年金保

険被保険者期間として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＢ有限会社への勤務について、申立人は当時の勤務状況、同僚

の氏名等について具体的に供述していること、及び二人の同僚が、申立人

を含め 13 人が写っているＢ有限会社時代の野球のユニフォーム姿の申立

人の写真に記憶があると供述していることから、期間の特定はできないも

のの、申立人が当該事業所に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、同事業所に新規採用された複数の同僚の厚生年金保険の

加入の時期は、入社したとする日から３か月後又は５か月後となっており、

当時の同事業所は、数か月の試用期間を設けていたことがうかがわれる。 

また、上記二人の同僚を除くほかの複数の同僚は、申立人に全く記憶は

無いと回答している。 

さらに、申立期間当時の事業主は既に死亡しており、当時の状況につい

て事実を確認することができない上、現在の事業主は、当時の資料は無い

のですべてを不明と回答している。 

加えて、Ｂ有限会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申

立期間において申立人の名前は見当たらず、健康保険整理番号に欠番は無

い。 

なお、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から



  

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料が無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4119 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 44 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年４月１日から同年５月１日まで 

私は平成７年４月１日から９年 12 月１日まで、Ａ地で叔父が経営す

るＢ業をしていたＣ株式会社に勤務し、正社員として営業の仕事をして

いた。 

社会保険庁（当時）の記録では当該事業所における厚生年金保険資格

取得日が平成７年５月１日になっている。同年４月１日に入社していた

ので、１か月の被保険者期間が無い。 

調査の上、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していたＣ株式会社から提供されたＤ社会保険事務所（当

時）が送付した厚生年金保険に関する保険料増減内訳書によると、申立人

が平成７年５月１日に厚生年金保険の資格を取得したことが確認できる。 

また、事業主は、当該事業所では社員は入社して一定期間は試用期間が

あり、試用期間終了後に厚生年金保険の資格を取得したとしているところ、

元同僚も同様の供述をしており、当該事業所の就業規則にも試用期間につ

いて明記されている。 

さらに、申立人の当該事業所に係る雇用保険の記録は、資格取得日が平

成７年５月１日で、厚生年金保険の資格取得日と一致している。 

加えて、申立人のほかの同僚に照会しても、申立人が申立期間に当該事

業所に在籍していたことは認められるものの、申立期間に申立人が被保険

者であったこと、及び給与から保険料を控除されていたことが確認できな

い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認



  

できる給与明細書等の関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4120 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額の記録について

は、訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年 10 月１日から 10 年 10 月 21 日まで 

    平成 21 年１月に社会保険事務局（当時）から、私の厚生年金保険に

ついて、９年 10 月１日から 10 年 10 月 21 日までの期間の標準報酬月額

が、59 万円から 11 万円に引下げ訂正が行われていたという説明があっ

たが、私は全く知らないことであり、当時、私の給与は月額約 90 万円

であったことから、標準報酬月額の引下げはあり得ないと思われるので、

私の年金記録を正しい金額に訂正してほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正

を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が代表取締役として勤務した株式会社Ａは、オンライン記録によ

り、平成 10 年 10 月 21 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってい

るところ、申立人の同社における標準報酬月額は、同日以降の同年 10 月

26 日に、９年 10 月から 10 年９月までの期間について 59 万円から 11 万

円に訂正されていることが確認できる。 

   しかし、申立人は、上記標準報酬月額訂正当時、株式会社Ａの代表取締

役を務めていたことが同社の閉鎖登記簿謄本から確認できるところ、同社

は平成 11 年７月＊日に破産宣告を受け、14 年７月＊日に、Ｂ地方裁判所

Ｃ支部において、費用不足による破産廃止決定が確定していることが同謄

本から確認できることから、記録訂正があった当時において、同社に破産

管財人等が存在した事実はうかがえない。 

   また、申立期間当時、申立事業所に勤務していた従業員は「当時の事務



  

関係は代表者とその妻及び女性の事務員の３人で行っており、社会保険関

係の手続は代表者が行っていた。」と供述しており、代表者の妻も「社会

保険関係の手続を社会保険労務士等に依頼してはいなかった。」と供述し

ていることから、当該記録訂正について、申立人の関与又は同意があった

と考えるのが自然である。 

   これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負っ

ている代表取締役であった申立人は、会社の業務としてなされた当該行為

について責任を負うべきであり、自らの標準報酬月額の減額処理に関与し

ながら、当該減額処理が有効なものではないと主張することは信義則上許

されず、申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4121（事案 821 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、労働者年金保険被保険者として労働者年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 18 年４月１日から 19 年 10 月１日まで 

Ａ株式会社（Ｂ所・Ｃ所）に勤務していた申立期間の労働者年金保険

被保険者としての記録が無いので、第三者委員会に申立てを行った結果、

昭和 19 年に厚生年金保険の制度改正があり、この時の事務職員等への

適用拡大によって被保険者になった等の理由で申立ては認められなかっ

た。 

しかし、申立期間は事務職員ではなく、現場でＤ作業に従事していた

肉体労働者であったのは間違いないので、再度調査して被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、申立人は、当時のＡ株式会社（現在

は、Ｅ株式会社）の所在地、上司及び同僚の氏名等を記憶していることか

ら、期間の特定はできないものの、申立期間に同社に勤務していたことは

推認できるが、同社は、当時の関係資料を保管していないことから、申立

てに係る事実を確認することができないこと、申立人の厚生年金保険被保

険者記号番号払出簿に、昭和 19 年の制度改正によって被保険者の適用範

囲が拡大されたことに伴い、19 年 10 月１日に新たに被保険者となったこ

とを表示する「○改 」の表示があること、申立期間に係る労働者年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の

資料が無いことなどの理由から、既に当委員会の決定に基づく平成 21 年

４月 17 日付けの年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   しかし、申立人は、昭和 19 年の制度改正によって範囲が拡大された厚

生年金保険の被保険者は、男子の事務職員と女性労働者であり、申立期間



  

は、現場でＤ作業に従事していた肉体労働者だったので、労働者年金保険

の被保険者として認めてほしいとの申立てをしている。 

このため、当委員会は、改めてＡ株式会社に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者名簿（旧台帳）を確認したところ、

いずれの名簿にも、昭和 19 年の厚生年金保険の制度改正によって、被保

険者となったことの「○改 」表示が確認できる上、同両名簿には、同社にお

ける資格取得日が 19 年６月１日と記載されており（保険料徴収は 19 年

10 月から）、オンライン記録と一致している。 

また、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において「○改」表

示があり、資格取得日が申立人と同日である同年代の同僚９人に照会した

結果、３人から回答があり、３人とも資格取得日前に同社に入社している

が、申立人同様に工場においてＦ作業に従事していたと供述している。 

   このほかに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらな

いことから、申立人が労働者年金保険被保険者として、申立期間に係る労

働者年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 



  

埼玉厚生年金 事案4125 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和39年９月１日から41年１月１日まで 

② 昭和55年８月26日から56年５月６日まで 

国（厚生労働省）の記録では、Ａ株式会社での厚生年金保険の被保険

者資格喪失日が昭和39年９月１日となっているが、次の会社に入社する

まで勤務していたはずなので、当該事業所に係る被保険者資格の喪失日

の記録を41年１月１日に訂正してほしい。 

また、Ｂ株式会社での被保険者資格喪失日も昭和55年８月25日となっ

ているが、このときも次の会社に入社するまで勤務していたはずなので、

当該事業所に係る資格喪失日の記録を56年５月６日に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立期間当時におけるＡ株式会社の複数の同僚

が「申立人は、Ｃ地内の営業所において、営業に従事していた。」と供

述していることから、申立人が同社に継続して勤務していたことが推認

できる。 

しかしながら、Ａ株式会社の元代表取締役は、病床にあって記憶が無

いため供述を得られないが、同社は、厚生年金保険の適用事業所でなく

なった昭和39年９月１日以降も法人は存続していたと認められるところ、

オンライン記録の事業所名簿検索の結果から、再び適用事業所となった

記録を確認することができない。 

また、Ａ株式会社が適用事業所でなくなった昭和39年９月１日に、同

日付けで、申立人と同じく厚生年金保険被保険者資格を喪失した同僚の

全員について、新たに同社において被保険者となった記録は見当たらな

い。 



  

さらに、申立人の申立期間①当時において、Ａ株式会社に入社した複

数の同僚が、「Ａ株式会社に運転手として入社し、申立人と一緒に働い

ていたが、この会社での厚生年金保険被保険者記録は無い。昭和41年１

月１日から、別の名前の会社での被保険者となっていた。」と供述して

いる。 

加えて、前述の複数の同僚は、Ａ株式会社の事業主によって、給与か

ら厚生年金保険料が控除されたか否かについて記憶していない上、申立

人も当該控除について明確な記憶が無い。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、Ｂ株式会社に継続して勤務していた

と主張している。 

しかしながら、Ｂ株式会社における複数の同僚が、申立人の申立期間

②における勤務実態について記憶していない上、事業主は当時の給与台

帳等の資料を保存していないことから、申立人の勤務実態を確認するこ

とができないとしている。 

また、申立人に係る雇用保険の被保険者記録では、Ｂ株式会社におけ

る申立人の離職日が昭和55年８月25日となっており、同社に係る健康保

険厚生年金保険被保険者原票における申立人の被保険者資格の喪失日の

記録と合致している。 

なお、雇用保険の記録によると、申立人の当該事業所離職後における

雇用保険の受給記録が確認できる。 

 

３ このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除につい 

て、確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4126 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年 10 月１日から２年５月１日まで 

    平成元年 10 月１日に株式会社Ａへ登録後、同年同月３日から派遣社

員として勤務したＢ株式会社における年金記録の資格取得日の記録が２

年５月１日になっているが、実際に勤務した期間と相違するため元年

10 月１日に厚生年金保険の加入記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間に係る給与を振り込まれた記録が分かる預金通帳に

より、平成元年 10 月１日から２年５月１日まで、派遣先のＢ株式会社に

継続して勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、事業主は、社会保険事務所（当時）に対して申立期間に

係る厚生年金保険被保険者資格取得届出及び厚生年金保険料の納付につい

て、「当社人事データーから、平成２年５月１日付けで資格取得手続及び

納付が行われていることが確認できる。」と供述しており、その根拠とな

る人事データーを当該事業所発行の社会保険加入期間証明書に添えて当委

員会に提出している。 

また、雇用形態が申立人と同様の複数の同僚は、「最初の６か月は社会

保険に加入できなかった。」と供述している。 

さらに、Ｃ会から提出されたＤ基金の加入員記録、雇用保険の記録及び

オンライン記録における資格取得日は、いずれも一致していることが確認

できる。 

加えて、申立人が申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、この

ほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき



  

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4129 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年６月 30 日から 54 年７月９日まで 

昭和 45 年７月にＡ株式会社Ｂ工場に転勤したが、同工場に転勤する

前から同社で厚生年金保険料は控除されていた。 

また、Ａ株式会社で後半の期間はアルバイトに雇用の形態が変更とな

り、その後は、Ｃ株式会社、Ｄ株式会社へとアルバイトを続けていたが、

厚生年金保険の被保険者期間の記録が無いので調査の上、申立期間を被

保険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

 申立事業所３社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

うちＣ株式会社及びＤ株式会社については、両社における同僚の供述から、

申立人の勤務実態を確認することはできなかったが、Ａ株式会社について

は、当時の本社勤務の事務担当者及び同僚の供述から、期間の特定はでき

ないものの、申立人が申立期間において、同社に勤務していたことが推認

できる。 

しかしながら、上記Ａ株式会社の本社勤務事務担当者によると、｢申立

人は日雇の雇用形態であり、会社は申立人の厚生年金保険料を月々の給与

から控除していなかった。Ｂ工場に転勤した者については、従来から現場

作業員が手取り額を多くしたいという要望から、給与からの社会保険控除

については希望を聞いており、申立人は未加入を選択した。｣と供述して

いる。 

また、Ａ株式会社の複数の同僚が、社会保険料控除の希望制があったこ

とを証言するとともに、当時の業界では、近隣の町工場はどこも人手不足

となり、同業社同士の現場作業員の引き抜きもあったことから、現場作業

員は一つの会社に留まらず、申立人も含めて再取得を繰り返す者が多数い



  

る状況であったことを供述しているところ、オンライン記録によると、同

社において再取得を２度以上繰り返す者が、最終払出整理番号 385 人のう

ち 106 人がいることが確認できる。 

さらに、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立人の資格取得日欄には昭和 45 年４月 13 日、資格喪失日欄には同年６

月 30 日と記載されている上、申立人の同社に係る雇用保険の被保険者記

録も無い。 

加えて、当時Ａ株式会社から社会保険の書類作成及び手続代行等を請負

っていた労務管理会社によれば、同社を担当していたものの、当時の書類

等は保管されておらず、当時の担当者も既に亡くなっているため申立人の

厚生年金保険の記録については確認することができないとしている。 

また、Ｃ株式会社及びＤ株式会社については、両社に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿では申立期間及びその前後の期間に申立人の氏名は

見当たらず、健康保険の整理番号にも欠番は確認できない上、申立人の両

社に係る雇用保険の被保険者記録も無い。 

さらに、申立人がＣ株式会社で唯一記憶している事業主は既に亡くなっ

ており、ほかの同僚についても申立人は一切記憶が無く、また、Ｄ株式会

社においても申立人は事業主以下同僚等すべて記憶が無いとしており、両

社に係る複数の同僚に照会をするものの、いずれも申立人を知る者は無く、

保険料控除について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4130 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 32 年４月から 34 年３月１日まで 

② 昭和 35 年１月から 37 年９月まで 

   申立期間①については、昭和 32 年３月にＡ証取得後、同年４月に株

式会社ＢにＣ担当として勤務したが、厚生年金保険の加入は、34 年３

月１日からになっている。 

申立期間②については、父の勤務していた株式会社Ｄに昭和 35 年１

月に入社し、Ｅ課に勤務した。入社当時は、株式会社ＤはＦ地にあり、

同社がＧ地に移転後の 37 年９月まで勤務したが、厚生年金保険の加入

記録が無い。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１  申立期間①については、適用事業所名簿により、株式会社Ｂは、申立

期間後の昭和 34 年３月１日に厚生年金保険の適用事業所になっている

ことが確認できる。 

また、株式会社Ｂが適用事業所となった昭和 34 年３月１日に申立人

を含む６人が厚生年金保険被保険者資格を取得しているが、連絡先の判

明した一人は、適用事業所になる前は、厚生年金保険料は控除されてい

なかったと供述している。 

 さらに、当該事業所は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっ

ており、申立期間当時の事業主も既に死亡しているため、申立期間にお

ける申立人の勤務実態及び保険料控除について照会することができない。 



  

 

２  申立期間②については、申立人及び複数の同僚の供述により、期間の

特定はできないものの、申立人が、株式会社Ｄに勤務していたことはう

かがえる。 

しかしながら、事業主は、当時の資料は無いため、申立人の勤務実態

及び保険料控除については不明であるとし、当時の健康保険厚生年金保

険資格取得確認通知書及び資格喪失確認通知書に申立人に係る記録は無

いと回答している。 

また、申立人を記憶している複数の同僚が、申立人はアルバイトだっ

たと供述しているところ、申立人は、採用時の雇用形態については思い

出せないと供述している。 

さらに、株式会社Ｄは、昭和 36 年８月１日にＦ地において、厚生年

金保険の適用事業所ではなくなっており、同年８月１日にＧ地において、

厚生年金保険の適用事業所となっているが、両所在地における申立期間

当時の健康保険厚生年金保険被保険者名簿は連番で欠番は無く、申立人

の記録は無い。 

 

３ このほか、申立期間について、各事業主により、厚生年金保険料を給

与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

 

４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4131 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年２月 11 日から同年４月６日まで 

   株式会社Ａに平成４年２月 11 日から同年４月６日まで勤務し、Ｂの

仕事をしたが、社会保険庁（当時）の記録によると、厚生年金保険の加

入記録が無い。申立期間について厚生年金保険の被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の具体的な供述内容により、期間の特定はできないものの、申立

人が、株式会社Ａに勤務していたことはうかがわれる。 

しかしながら、事業主は、「当時の資料が無いため、申立人の勤務実態

及び保険料控除については不明だが、入社してもすぐに辞めてしまう人が

多いので、様子を見て最長３か月くらいで厚生年金保険に加入させていた

ようだ。」と回答しているところ、申立人も入社の際に、「２か月か３か

月したら厚生年金保険に加入させてもよいと聞いた記憶がある。」と供述

している。 

また、申立人が名前を記憶している同僚二人を含む 14 人に照会し、３

人から回答があるものの、申立人を記憶している者はいないため、申立人

の勤務実態及び保険料控除について確認することができない。 

さらに、オンライン記録によると、株式会社Ａの申立期間当時の整理番

号は連番で欠番は無く、申立人の記録は無い上、申立期間に係る雇用保険

の記録も無い。 

加えて、申立期間について、申立人が厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確



  

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案4132 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和51年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成10年９月１日から11年12月31日まで 

② 平成12年５月１日から13年３月１日まで 

   申立期間①については、平成10年９月初旬ころ、株式会社ＡのＢ本社

で面接をして、Ｃ株式会社に派遣された。業務内容は、Ｄに対応し、11

年12月31日まで勤務した。 

申立期間②については、平成12年５月初旬ころ、Ｅ株式会社（現在は、

Ｆ株式会社）で面接をして、株式会社Ｇに派遣されたが、厚生年金保険

の加入は、13年３月１日からになっている。 

申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１  申立期間①については、申立人及び同僚の供述により、期間の特定は

できないものの、申立人が株式会社Ａに勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、申立人と同期入社の同僚は、「平成10年８月から同年

９月までは研修期間だったが、同年10月からの出勤日数は、センターが

オープンしないと予測できないため、シフトが安定するまで社会保険に

は加入しなかった。２か月から３か月後にシフトが安定し、毎月14日以

上勤務している人に会社から社会保険加入の勧めがあったが、強制では

なく本人の希望だった。」と回答している。 

また、申立人は、オンライン記録により、申立期間の途中である平成

11年１月21日から12年11月８日まで、申立人の父親の健康保険の被扶養

者として認定されていることが確認できる上、株式会社Ａの申立期間①



  

当時の整理番号は連番で欠番は無く、申立期間①に係る雇用保険の加入

記録も無い。 

さらに、事業主は、当時の資料は無いため、申立人の勤務実態及び保

険料控除については不明と回答している。 

加えて、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

２  申立期間②については、事業主が提出した申立人に係る平成12年５月

分から13年12月分までの賃金台帳により、申立人が申立期間②において

Ｅ株式会社に勤務していたことは確認できるものの、申立期間②に係る

厚生年金保険料は控除されていないことが確認できる。 

また、申立人が提出した申立期間②に係る平成12年分給与所得の源泉

徴収票によると、社会保険料が控除されていなかったことが確認できる。 

 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4133 

 

第１ 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年ころから 42 年ころまで 

② 昭和 42 年ころから 44 年ころまで 

申立期間①においては、Ａ区にあったＢ株式会社の工場でＣ作業をし

ていた。 

申立期間②においては、Ｄ市のＥ団地内にあったＦ株式会社の工場で、

Ｇ作業をしていた。 

両事業所のいずれにおいても給与から社会保険料が控除されており、

健康保険証も交付されていたので、申立期間について、厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

１ 申立期間①について、オンライン記録により、申立人が供述するＡ区

に所在し、Ｂ株式会社を事業所名とする厚生年金保険の適用事業所とし

ての記録は確認できない。 

  また、申立人は、当該工場は下請工場であったかもしれないと供述す

るなど、当該工場を特定することができない。 

  さらに、申立人は、Ｂ株式会社の事業主や同僚の氏名を覚えておらず、

申立人の勤務状況について照会を行うことができない。 

  加えて、申立期間①に係る厚生年金保険料が事業主により給与から控

除されたことを確認できる給与明細書等の資料が無く、申立人の申立て

どおりの届出が事業主により行われたことが確認できる関連資料も無い。 

  このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 



  

２ 申立期間②について、オンライン記録により、類似名称の厚生年金保

険適用事業所を確認できるが、いずれもその所在地はＤ市ではない上、

Ｈ自治体内にある類似名称の厚生年金保険適用事業所に係る商業登記簿

謄本における事業内容は申立人の申立てに係る事業所とは異なっている。 

  また、商業登記簿謄本が無いことから、当該事業所は、申立人が供述

する所在地（Ｄ市）において確認することができない。なお、Ｉ商工会

議所Ｊ本所は「Ｉ商工会議所の会員名簿にＦ株式会社は見当たらない」

と供述している。 

さらに、申立人は、Ｆ株式会社の事業主や同僚の氏名を覚えておらず、

申立人の勤務状況について照会を行うことができない。 

加えて、申立期間②に係る厚生年金保険料が事業主により給与から控

除されたことを確認できる給与明細書等の資料が無く、申立人の申立て

どおりの届出が事業主により行われたことが確認できる関連資料も無い。 

  このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4134 

 

第１ 委員会の結論  

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 30 年４月から 34 年８月まで 

私は、中学卒業後、学校からの紹介で昭和 30 年４月にＡ社（現在は、

株式会社Ｂ）に入社し、34 年８月に退社した。給料から厚生年金保険

料が控除されていたので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

事業主及び同僚の供述により、申立人は、期間の特定はできないものの

Ａ社に勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿によると、

当該事業所の厚生年金保険新規適用日は昭和 33 年８月 21 日であり、申立

期間のうち 30 年４月から 33 年８月 20 日までの期間については厚生年金

保険の適用事業所としての記録は確認できない。なお、当該被保険者名簿

において、事業主及び当該同僚は、いずれも当該新規適用日に厚生年金保

険の被保険者資格を取得していることが確認できる。 

また、当該事業所の事業主は「申立人が勤務していたのは間違いないが、

勤務していた期間や厚生年金保険に加入させたかどうかについては、資料

が無いため不明である」と供述している。 

さらに、当該被保険者名簿において、申立人の氏名は見当たらず、健康

保険番号も連続しており欠番は無い。 

加えて、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料が事業主により給与か

ら控除されたことを確認できる給与明細書等の資料は無い上、申立人の申

立てどおりの届出が事業主により行われたことが確認できる関連資料も無

い。 



  

なお、Ｃ組合は、「書類保存期間経過のため資料は残存しておらず、申

立人の加入記録は確認できない」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4135 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： ① 昭和 20 年１月ころから 21 年６月ころまで 

② 昭和 21 年１月ころから 24 年７月ころまで 

私は、申立期間①についてはＡ区にあった駐留軍施設（部隊名は不

明）、申立期間②についてはＢ区にあったＣ部に勤務していたが、申立

期間について厚生年金保険の被保険者記録が無い。 

調査の上、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

１ 申立期間①について、申立人は、Ａ区にあった駐留軍施設に勤務して

いたと申し立てているが、進駐軍労務者に対する厚生年金保険の適用に

ついては、昭和 23 年 12 月１日付け保発第 92 号厚生省保険局長通知

「進駐軍労務者に対する健康保険法及び厚生年金保険法の適用に関する

件」により、おおむね 24 年１月１日から、強制被保険者として適用す

ることとされていたことから、申立期間は、申立人が厚生年金保険の被

保険者となり得なかった期間である。 

また、申立人は、当該駐留軍施設の名称は不明と供述している上、当

時の同僚等の氏名を記憶していないため、申立期間当時の申立人の勤務

状況を確認することができない。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、Ｃ部に勤務していたと申し立ててい

るが、厚生年金保険適用事業所名簿及びオンライン検索において当該事

業所は見当たらない。このため、当該事業所が所在していたとするＤ町

に所在し、かつ、名称が類似するＥ協会Ｆ部について調査したが、同部



  

に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により同事業所が厚生年金保

険の適用事業所となったのは昭和 24 年４月１日であることが確認でき

るとともに、申立期間において申立人の記録は無い。 

また、駐留軍の施設に勤務する日本人従業員の労務管理業務を所掌す

るＧ事務所は、Ｅ協会Ｆ部に係る資料において申立人の申立期間に係る

記録は確認できないと回答している上、同事業所が加入するＨ組合（昭

和 24 年４月＊日設立）における加入記録も保存期間経過のため確認で

きない。 

さらに、同事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により昭

和 24 年４月＊日以後に在籍が確認できる同僚のうち７人に照会したと

ころ、５人から回答を得たが申立人の申立内容に係る供述を得ることが

できなかった。 

 

３ 加えて、申立期間のうち昭和 20 年１月１日から 21 年４月 30 日まで

の期間について、申立人は、株式会社Ｉに係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿により、同事業所での厚生年金保険被保険者期間であったこ

とが確認できる上、申立人も当該期間において同事業所に勤務していた

ことを認めている。 

 

４ このほか、申立期間について、申立人が厚生年金保険料を各事業主に

より給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無

く、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

５ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4136 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住        所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 20 年２月 23 日から同年８月 15 日まで 

私は、昭和 19 年 10 月 11 日から 20 年８月 15 日まで、Ａ株式会社の

Ｂ船にＣ員として勤務していたが、申立期間について船員保険の被保険

者記録が無い。調査の上、申立期間について、船員保険の被保険者期間

であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間においてＡ株式会社のＢ船にＣ員として勤務してい

たと申し立てているが、当該事業所は既に解散している上、当時の事業主

は所在が確認できないため、当時の申立人の勤務状況及び保険料の控除に

ついて確認することができない。 

また、Ａ株式会社に係る船員保険被保険者名簿から申立期間前後に被保

険者記録が確認できる同僚のうち、所在の確認できる全二人に照会し、二

人から回答を得たが、申立人の勤務状況について具体的な供述は得られな

かった。 

さらに、Ａ株式会社に係る船員保険被保険者名簿において、申立人は、

昭和 20 年２月 23 日に船員保険の被保険者資格を喪失していることが確認

できる上、同名簿において複数の同僚（申立人が記憶する同僚を含む 26

人）が、同日において被保険者資格を喪失していることが確認できる。 

なお、上記回答を寄せた同僚二人のうちの一人は、「当該船舶がドック

等に入っている期間は、下船する者と船を守るため係船当番として当該船

舶に残る者がいた。」としている。 

加えて、Ａ株式会社に係る船員保険被保険者名簿により、申立期間にお

いて被保険者記録が確認できる同僚（14 人）は、既に死亡しているか、



  

所在が不明であり、当時の状況を照会することができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る船員保険料の控除をうかがわせる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4137 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 60 年７月１日から同年 12 月 15 日まで 

    厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申立期間について

厚生年金保険に加入していない旨の通知を受けた。株式会社ＡからＢ会

への移籍については勤務に空白は無く、給与も継続して支給されていた。

同会における厚生年金保険被保険者資格取得が昭和 60 年 12 月 15 日に

なっていることに納得できない。申立期間を厚生年金保険被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の供述により、期間の特定はできないものの、申立人は、

申立期間においてＢ会に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、申立人提出の昭和 60 年分所得税の確定申告書記載の

社会保険料額により、申立期間に係る健康保険料、厚生年金保険料及び

雇用保険料が給与から控除されていないことが推認できる。 

また、回答を寄せた同僚はいずれも「申立人の勤務については記憶し

ているが、申立人は、それまでの仕事の関係上同会に勤務する前から頻

繁に出入りしていたので正確な勤務の時期については分からない。」と

供述している。 

なお、同会の元会長は「Ｂ会は既に解散しており、当時の関係書類は

保存されておらず、申立人に係る勤務状況及び厚生年金保険料控除の有

無については不明である。」と回答している。 

さらに、申立人の同会における雇用保険被保険者記録の資格取得日は

厚生年金保険被保険者記録の資格取得日と一致していることが確認でき

る。 



  

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4138 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 34 年３月 20 日から 36 年８月 21 日まで 

    厚生年金保険の加入記録について照会したところ、Ａ株式会社（現在

は、Ｂ株式会社）Ｃ営業所に勤務した期間について厚生年金保険に加入

していない旨の通知を受けた。同社には在学中の高等学校の先生の紹介

で昭和 34 年３月 20 日に入社した。同社は、36 年にＢ株式会社Ｄ支店

に合併されＥ係長として移籍したが、勤務に空白は無く、給与も継続し

て支給されていた。厚生年金保険被保険者資格取得日が同年８月 21 日

になっていることに納得できない。申立期間を厚生年金保険被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の供述により、期間は特定できないものの、申立人が申立

期間において、Ａ株式会社Ｃ営業所に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、オンライン記録において、Ａ株式会社Ｃ営業所が厚生

年金保険の適用事業所であった記録は確認できない。 

また、当該事業所に同時期に勤務していたとする同僚は「自分の厚生

年金保険被保険者記録も昭和 36 年８月 21 日からである。当時は、厚生

年金保険や失業保険等に関心がなく、給料の額が多ければよいと思って

いたので保険料が控除されていたかどうか気にかけていなかった。厚生

年金保険には加入していなかったと思う。」と供述している上、厚生年

金保険被保険者記号番号払出簿及びＢ株式会社Ｄ支店に係る健康保険厚

生年金保険被保険者名簿において申立人を含め８人に対し 36 年８月 21

日付けで新規の厚生年金被保険者記号番号が付番されていることが確認

できる。 



  

さらに、Ｂ株式会社の事業主は「当社は、昭和 36 年６月１日にＡ株

式会社と合併したが、合併契約書に明記されているとおり、同社の従業

員は新規採用として引き継いだ。したがって、同社Ｃ営業所における申

立人に係る勤務状況及び厚生年金保険料控除の有無については不明であ

る。」と回答している。 

加えて、当該事業所から提出された申立人に係る従業員カードに記載

されている入社年月日と厚生年金保険被保険者記録の資格取得日は一致

していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案4139 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和51年２月１日から51年７月１日まで 

② 昭和52年12月31日から53年２月21日まで 

    昭和51年２月１日から55年５月31日までＡ株式会社に専務取締役とし

て継続勤務した。しかし、このうち入社時の51年２月１日から同年７月

１日までの期間及び52年12月31日から53年２月21日までの期間の厚生年

金保険の被保険者記録が無い。この期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１  申立期間①については、申立人は、昭和51年２月１日にＡ株式会社に

入社後継続勤務しており、同日から厚生年金保険の被保険者であったと

主張しているが、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、

同社が厚生年金保険の適用事業所となった日は同年７月１日であること

が確認できる。 

また、Ａ株式会社は記録を保存しておらず、申立人の入社日及び厚生

年金保険料の控除、納付については不明と回答している。 

さらに、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、

昭和51年７月１日において被保険者である者全５人に問い合わせ全員か

ら回答を得たが、一人は申立人の子であることが確認できるところ、申

立期間においては学生であり同社に正社員として勤務したことはないと

供述している上、もう一人は事業主宅の家事手伝いと回答しているとこ

ろ、同社においては週数回程度の清掃作業をしており勤務していた自覚

はないと供述していることから、当時同社において勤務実態のある被保

険者は３人であることがうかがえる。 



  

加えて、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

２  申立期間②については、申立人は、昭和51年２月１日から55年５月31

日までＡ株式会社に専務取締役として継続勤務しており、途中退職した

ことはないと主張しているが、同社は当時の記録を保存しておらず、申

立人の勤務状況、厚生年金保険に係る届出並びに保険料の控除及び納付

については不明と回答している。 

また、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

昭和53年１月18日付けの被保険者資格喪失届の受付及び健康保険証の返

納の記録が確認できる上、当該記録は申立人の子の記録と同一であるこ

とが確認できる。 

さらに、同名簿において、申立人と同時期に被保険者であった者のう

ち勤務実態のある者が、事業主及び事業主の夫のみであり、申立人の勤

務状況及び保険料の控除について具体的な供述を得ることはできなかっ

た。 

加えて、申立人が申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 4140 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 33 年 12 月初めから 34 年６月末日ころまで 

昭和 33 年 12 月初めから 34 年６月末日ころまで、Ａ社で季節労働者

としてＢの仕事をしていた。毎月 15 日に内金として半月分を支給され、

月末に残金を受け取っていたが、厚生年金保険料が控除されていたので、

申立期間について被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立内容及び同僚の供述により、期間の特定はできないものの、

申立人は、申立期間当時においてＡ社に勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、申立人がＡ社の従業員は 30 人くらいと供述していると

ころ、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、事業主以

外の従業員は例年、冬季（11 月ころから３月ころまで）に厚生年金保険

に新規に資格を取得し、翌年８月までにはほぼすべて資格喪失しており、

昭和 33 年 11 月から 34 年４月までに新規取得した従業員は 13 人、34 年

11 月から 35 年５月１日までに新規取得した従業員は９人である。 

また、申立期間直前の申立人の同社における厚生年金保険被保険者資格

喪失日と同日において、申立人は、国民健康保険に加入している。 

さらに、健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立期間に欠番

は無く、申立人の記録は無い上、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の

資料は無い。 

加えて、Ａ社は昭和 48 年６月に解散しており、事業主は故人のため、

厚生年金保険加入状況について供述を得ることができないほか、申立期間

に厚生年金保険記録のある同僚も、故人又は連絡先不明のため、供述を得



  

ることができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 4141 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37 年８月５日から 38 年 10 月１日まで 

私は、昭和 37 年３月にＡ株式会社に入社し、その後、事業所名はＢ

有限会社となったが、39 年１月まで継続して勤務していたにもかかわ

らず申立期間の記録が無い。一緒に勤務した同僚もいるので、申立期間

を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立事業所の役員宅に一緒に下宿した同僚二人は、申立人がＡ株式会社

及びＢ有限会社に勤務していたと供述していることから、申立人が期間は

特定できないものの、当該事業所に勤務していたことがうかがえる。 

しかし、Ｂ有限会社の商業登記簿謄本で役員であったことが確認できる

当該下宿人の大家であり、業務上Ｃ職であったとされた者及び下宿人３人

を含む同じ業務に従事した同僚４人についても申立期間において厚生年金

保険被保険者記録は無い。 

また、一緒に下宿した同僚の一人は、「給料は下宿に帰ってから、Ｃ職

が再計算した後受け取っていたが、社会保険料は引かれた月、引かれない

月があってよく分からなかった」と供述している。 

さらに、適用事業所名簿によると、Ａ株式会社は昭和 38 年２月 23 日に

厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、新たに設立されたＢ有限

会社が厚生年金保険の適用事業所となったのは同年 10 月１日である。な

お、Ａ株式会社の共同出資者であり、Ｂ有限会社設立時の代表取締役であ

った者が同年３月から同年９月まで国民年金の被保険者であったことが確

認できる。 

加えて、Ａ株式会社及びＢ有限会社は既に解散しており、事業主及び役



  

員もすべて故人のため、厚生年金保険の加入状況について供述を得ること

ができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を各事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


